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午前９時００分開議

○議長（澤田 俊一君） 皆さん、おはようございます。ただいまから会議を再開します。

ただいまの出席議員数は１１名であります。定足数に達していますので、第１２０回

神河町議会定例会第２日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

本日は、令和５年度神河町各会計決算審査報告のため、後ほど藤後秀喜代表監査委員

に出席いただき、執行部からの各会計決算説明の後、決算審査報告をしていただきます。

それでは、議案の審議に入ります。

・ ・

日程第１ 第９３号議案から第１０６号議案

○議長（澤田 俊一君） 日程第１、第９３号議案から第１０６号議案、令和５年度各会

計歳入歳出決算認定の件を一括議題とします。

まず、第９３号議案、令和５年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９３号議案、令和５年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の

件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

それでは、一般会計決算説明資料の令和５年度神河町決算の概要に基づき説明いたし

ます。説明資料の３ページをお開きください。

令和５年度の神河町の決算につきましては、人口減少社会にあっても、神河町の将来

に希望を描けるまちづくりの指針「２０５０神河将来ビジョン」の理念を基本に、最上

位計画である第２次神河町長期総合計画の基本構想及び基本計画、とりわけ最終年度と

なる前期基本計画とその検証により策定する後期基本計画を踏まえた中で、１点目とし
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て、「安心安全のまちづくり」、２点目として、「交流から関係そして定住」、３点目

として、「子育て環境の充実」、４点目として、「山林・農地の活用による雇用創出」

の様々な施策・事業を展開いたしました。

まず、新型コロナウイルス感染症と新たな経済に向けた取組への対応でございます。

新型コロナウイルス感染症については、令和５年５月８日から季節性インフルエンザ

と同じ５類となったことから、引き続き基本的な予防対策を実施してきたところです。

また、エネルギー・食料品等の物価高騰への対応については、国において、デフレ完全

脱却のための総合経済対策として一元化され、財政支援も重点支援地方創生臨時交付金

に統合、①低所得世帯支援枠、これは物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の

軽減を図る事業です。②推奨事業メニュー、これはエネルギー・食料品価格等の物価高

騰の影響を受けた生活者や事業者に対し支援を行う事業、これらが進められました。当

町においても、これら国の政策に連動しながら、神河町の実情に応じ、町内経済の循環

に視点を置いたより効果的な事業を展開したところです。引き続き進められている新た

な経済に向けた給付金・定額減税一体措置の事業執行を適切に進めてまいります。

次に、粟賀小学校跡地整備、公園・図書コミュニティ施設の建設です。令和５年度、

令和６年度の２か年による債務負担行為の事業ですが、資材高騰等の影響を受け、２度

にわたる入札不落などもあり、令和５年度の予定部分のほとんどが令和６年度への繰越

しとなってしまいました。現在、令和７年７月の供用開始に向け、急ピッチで施設建設

を進めているところです。

続いて、赤字ローカル線、ＪＲ播但線利用促進事業についてです。喫緊の課題であり、

躍動する兵庫応援事業補助金を活用し、３年間の期間を定め重点的に取り組むこととし

ており、重点取組の初年度として、利用促進補助金を中心として様々な取組を実施しま

した。令和５年度の利用促進補助金の実績ですが、１つ目の特急はまかぜ利用促進補助

が２２６件、２つ目のＪＲ播但線利用促進補助７７３件、３点目の遠距離通学通勤等補

助２３５件となっています。さらに取組を強化し、県、沿線自治体とも連携し、マイレ

ールの維持につなげてまいります。

次に、２０５０神河将来ビジョンの実現の核になる農林業の再生推進事業と地球温暖

化対策です。まず、農林業の再生推進事業ですが、令和５年度に新規に農業再生推進事

業、林業再生推進事業の大枠をつくり、畦畔管理省力化支援、再生困難農地の復元等支

援、広葉樹林再生に向けた試験伐採、町花・町木植栽再生などの具体的な取組事業をひ

もづけし、事業展開とその見える化を図ったところです。地球温暖化対策では、クール

チョイスなまち宣言、ゼロカーボンなまち宣言、そして世界首長誓約の署名を通した２

０５０ゼロカーボンの実現の見える化を図った脱炭素化施策展開事業計画を策定しまし

た。さらに、環境整備では、住民の皆様からの要望が多かった河川内の支障木の除去、

堆積土砂の整地に着手しました。これらの事業、取組は、短期間での成果を得るのは困

難なものであるため、中長期の視点を持って引き続き進めてまいります。
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続いて、人口減少と過疎化、そして地域創生の取組です。これまでも同様に、神河町

過疎地域持続的発展計画を基本に、過疎対策事業債を有効に活用しながらの取組を継続

して進めてきました。さらに令和５年度は、デジタル田園都市国家構想交付金を活用し、

粟賀小学校跡地整備事業、病院支援の急性期医療ＩＣＴ連携ネットワークサービス事業

を実施しました。今後の人口減少、過疎化対策事業に対応する財源は、過疎対策事業債

はもちろん、デジタル田園都市国家構想交付金を上手に活用していくことが極めて有効

であると考えています。また、令和５年度の若者世帯の移住・定住施策の実績ですが、

家賃補助事業が３１件、住宅取得支援事業が１１件、リフォーム支援事業が５件でした。

引き続き継続して推進するとともに、企業誘致等、働く場、雇用の創出にも積極的に取

り組んでまいります。

さらに、自治体経営の要である行財政につきましては、最上位計画である第２次神河

町長期総合計画において、これまでの計画の進捗状況の評価と今後５年間の各まちづく

り分野の取組についての後期基本計画を策定しました。第３次神河町行財政改革大綱と

連動し、限られた経営資源を最大限に生かしながら、持続可能な行政運営の実現につな

げてまいります。

最後に、安全安心のまちづくりです。令和６年１月１日１６時１０分、石川県能登半

島で直下型地震が発生しました。半年が経過した今でも建物解体が進まず、復旧復興は

遠く、多くの住民の方々が苦難を強いられています。改めて、当町においてもこのよう

な自然災害がいつ発生してもおかしくない状況にあることを再認識し、常に地震・豪雨

災害等の自然災害の発生に備え、地域防災力を高めるとともに、災害警戒態勢の強化を

図ってまいります。

続いて、神河町の財政状況についてでございます。

国の地方財政状況調査における普通会計歳出総額は８８億０２５万０００円で、

昨年度より１１５万０００円の増額となりました。また、歳入歳出差引額は２億５

８７万０００円で、そのうち０３０万０００円を令和６年度へ繰り越すべき財源

としましたので、実質収支額は１億５５６万０００円となりました。

財政の弾力性を示す経常収支比率は、歳入における普通交付税をはじめとした経常一

般財源額は増加しましたが、歳出における人件費、公債費に充当した経常一般財源額が

大幅に増加したため、昨年度と比較して⒊２ポイント上回り、９⒊１％となりました。

続いて、財政の健全化判断比率であります実質公債費比率は、令和５年度までの３か

年の平均は１⒈９％となり、昨年度と比較して２ポイント上回りました。また、将来

負担比率は５⒈７％となり、昨年度と比較して１⒊６ポイント上回りました。

普通交付税は、当初予算額とほぼ同額の３１億４９４万０００円の交付となりま

した。

また、特別交付税については、当初予算額よりも多い６億６５６万０００円の交

付を受けることができました。
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これらの財源を基に、財政調整基金からの繰入金を減らしながら積立てをした結果、

年度末残高は１９億１４３万０００円となりました。

また、一般会計においては、歳入歳出予算額、当初予算９０億４００万円に、補正

額３億４０６万０００円と、前年度からの繰越明許費等２億５２９万０００円

を加え、予算総額は９７億３３５万０００円となりました。

決算については、歳入総額８８億４６６万０００円、歳出総額８７億７３万０

００円で、歳入歳出差引額は１億３９２万０００円となりました。そのうち、０

３０万０００円を令和６年度へ繰り越すべき財源としましたので、実質収支額は１億

３６２万円となりました。

さて、人口減少、少子高齢化社会の中、町の行財政運営の将来を見据えると、新たな

行政需要の増加等の町行財政環境に対応すべく、事業の検証の中からどのような施策に

積極的に取り組んでいくべきかを考え、選択していくことが不可欠となっています。

これからも財政健全化を堅持していくには、限られた資源の中で、行政サービスのさ

らなる効率化と全体最適化を図っていくことが極めて重要になってまいります。

それでは、決算の概要について、歳入から説明を申し上げます。決算書の１ページか

ら４ページを御覧ください。

歳入決算額は、予算現額９７億３３５万５００円に対し、調定額９０億０２９

万７５７円、収入済額８８億４６６万１６８円で、町税等につきまして１０２万

６６５円を不納欠損しましたので、収入未済額は１億４６０万９２４円となり、予

算現額に対して９⒈３％、調定額に対して９⒏７％の収入でございます。

それでは、決算書１ページから款ごとに収入済額を申し上げます。１款町税は１８億

６４１万４５６円、２款地方譲与税から１０款地方特例交付金及び１２款交通安全対

策特別交付金並びに２３款自動車取得税交付金は、合わせて４億０９７万７７３円、

１１款地方交付税につきまして、普通交付税３１億４９４万０００円、特別交付税

は６億６５６万０００円、合計が３７億１５０万０００円でございます。１３

款分担金及び負担金は９５２万３１５円、１４款使用料及び手数料は１億５６２

万７３４円、１５款国庫支出金は７億７９７万４３２円、１６款県支出金は７億

５３０万３９６円、１７款財産収入は９１５万３６８円、１８款寄附金は１億

２１３万６８５円、１９款繰入金は２億３８７万３６２円、２０款繰越金は２億

３５３万０８３円、２１款諸収入は１億３１８万５６４円、２２款町債は３億

５４４万０００円。

続きまして、決算書５ページから８ページを御覧ください。歳出決算額は、予算現額

９７億３３５万５００円に対し、支出済額８７億７３万８３２円で、予算現額に

対して８⒐３％の執行でございます。

それでは、決算書５ページから款ごとに支出済額を申し上げます。１款議会費は７

２１万４２４円、２款総務費は１３億４４４万３４０円、３款民生費は１６億
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６９６万２０９円、４款衛生費は１６億７９３万５８７５円、５款農林水産業費は

６億３２１万０１３円、６款商工費は２億６９２万２３８円、７款土木費は５

億８８９万０５６円、８款消防費は２億０７０万８２２円、９款教育費は８億

１４３万３９０円、１０款公債費は１２億２９９万４６５円。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、会計管理者から御説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

北川会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（北川 由美君） 会計課、北川でございます。それでは、第９

３号議案、令和５年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について、決算書により説

明させていただきます。先ほどの町長の説明と重複する部分もありますが、御了承賜り

ますようお願いいたします。

まず、１ページから８ページにかけましては、令和５年度一般会計歳入歳出決算書と

なっています。その歳入合計額が３、４ページに記載がありますので御覧ください。

令和５年度一般会計の歳入の決算額は、調定額９０億０２９万７５７円に対し、収

入済額８８億４６６万１６８円、不納欠損額１０２万６６５円、収入未済額は１

億４６０万９２４円となっています。

次に、決算書の５ページから８ページにかけまして、歳出の決算書となっています。

その歳出合計額が７、８ページに記載がありますので御覧ください。

歳出の決算額は、支出済額８７億７３万８３２円、翌年度繰越額７億５０６万

０００円、不用額２億７５５万６６８円となり、歳入歳出差引残額は１億３９２

万３３６円となっています。これによる実質収支につきましては、１８９ページの令

和５年度一般会計決算実質収支に関する調書のとおりでございまして、歳入歳出差引額

から翌年度へ繰り越すべき財源０３０万０００円を控除した額、１億３６２万円

が実質収支額となっています。

それでは、歳入歳出事項別明細書によりまして、主な内容のみになりますが、説明さ

せていただきます。

まず、歳入関係でございます。決算書９、１０ページをお開きください。１款町税は、

収入済額１８億６４１万４５６円で、歳入総額の２⒈１％を占め、不納欠損額は１０

２万６６５円、収入未済額は４４９万５９１円、徴収率は９⒍１％です。

１項町民税は、収入済額５億３４８万８７４円で、不納欠損額は６件、１２万４

６５円、収入未済額は６１４万７０８円、徴収率９⒍９％です。

１目個人町民税は、収入済額４億７７０万８７４円で、徴収率９⒍５％です。２

目法人町民税は、収入済額５７７万０００円で、徴収率９⒐６％です。

２項固定資産税は、収入済額１２億０２４万１３７円で、歳入総額の１⒋３％を

－７１－



占め、不納欠損額は４４件、８０万６００円、収入未済額は５６９万４８３円、

徴収率は９⒌７％です。

１目固定資産税は、収入済額１２億９０５万１３７円で、徴収率９⒌７％です。

２目国有資産等所在市町村交付金及び納付金は、収入済額１１９万０００円で、新野

県営住宅や生野ダム関連などの土地建物分となっています。

３項軽自動車税は、収入済額６７４万８８３円で、不納欠損額は９件、８万６

００円、収入未済額は２６６万４００円、徴収率９⒋４％です。

４項町たばこ税は、収入済額５５６万２６２円で、徴収率は１００％です。

５項鉱産税は、収入済額３６万３００円です。

ページをめくっていただきまして、２款地方譲与税は、収入済額１億０８２万０

００円で、歳入総額の⒈４％となっています。内訳は、１項地方揮発油譲与税で、収入

済額７４０万０００円、２項自動車重量譲与税で、収入済額２４６万０００円、

３項森林環境譲与税で、収入済額０９５万０００円。

３款利子割交付金は、収入済額６３万０００円。

４款配当割交付金は、収入済額１７０万０００円。

５款株式等譲渡所得割交付金は、収入済額２４４万円。

６款ゴルフ場利用税交付金は、収入済額９４０万６５０円。

７款法人事業税交付金は、収入済額７０８万０００円。

８款地方消費税交付金は、収入済額２億２０５万０００円。

９款環境性能割交付金は、収入済額３７４万０００円。

１０款地方特例交付金は、収入済額０６４万０００円。内訳は、１項地方特例交

付金で、収入済額６２９万０００円、２項新型コロナウイルス感染症対策地方税減収

補てん特別交付金で、収入済額４３４万０００円。

１１款地方交付税は、収入済額３７億１５０万０００円で、収入総額の４⒉４％

を占めています。内訳は、普通交付税３１億４９４万０００円、特別交付税６億

６５６万０００円です。

１２款交通安全対策特別交付金は、収入済額１６７万０００円です。

１３款分担金及び負担金は、収入済額９５２万３１５円で、歳入総額の４％と

なっています。内訳は、１項分担金で、収入済額８３万７００円、１目総務費分担金

は４万円で、２件のケーブルテレビ加入金です。２目農林業費分担金の収入はございま

せん。３目土木費分担金は７９万７００円で、吉冨区町道裏坂線改良工事の受益者分

担金です。２項負担金は、収入済額８６８万６１５円、１目民生費負担金は４１

５万２５０円で、寺前保育所、神崎保育園等の運営費負担金、病児・病後児保育負担

金や老人福祉施設入所者費用徴収金などです。２目衛生費負担金は５３３万４０８

円で、中播北部行政事務組合からの職員人件費負担金です。３目農林業費負担金は８３

８万５８７円で、兵庫県農業共済組合からの職員人件費負担金です。４目教育費負担
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金は８０万３７０円で、幼稚園運営費負担金です。

１４款使用料及び手数料は、収入済額１億５６２万７３４円で、収入総額の⒈６

％となっています。

１項使用料は、収入済額１億８３７万０８１円で、１目総務使用料は４５３万

５２５円で、過年度分も含めたケーブルテレビ利用料が主なものです。収入未済額は

２４万４４０円で、現年、過年分のケーブルテレビ利用料です。

１９、２０ページをお願いします。２目土木使用料は９９０万７０１円で、町営

住宅５団地と長谷地区の定住促進空き家活用住宅の使用料、道路占用料、寺前駅前２か

所の駐車場使用料、法定外公共物使用料です。収入未済額は１１６万２５０円で、町

営住宅比延団地、柏尾団地及び新野駅前団地の現年、過年度分の使用料です。３目教育

使用料は３９２万８５５円で、幼稚園預かり保育料や学童保育クラブ、公民館、町

民温水プールなど各施設の使用料です。収入未済額は７万０００円で、過年度分の学

童保育クラブ施設使用料が５万０００円、過年度分の温水プール使用料が２万００

０円です。

２項手数料は、収入済額７２４万６５３円で、１目総務手数料は５８４万３７７

円で、ケーブルテレビ端末機器設置手数料や徴税関係証明手数料、戸籍住民基本台帳関

係の証明手数料などです。収入未済額は３００円で、過年度分のケーブルテレビ端末

機器設置手数料です。

２１、２２ページをお願いします。２目衛生手数料は１１８万９７６円で、し尿く

み取り手数料、犬の登録などの手数料、一般廃棄物収集運搬業許可証交付手数料です。

３目土木手数料は２２万３００円で、屋外広告物許可手数料などです。４目農林水産

手数料は０００円で、農地台帳の写しの交付手数料です。

１５款国庫支出金は、収入済額７億７９７万４３２円で、歳入総額の⒏１％とな

っています。

１項国庫負担金は、収入済額４億７０４万８８３円、１目民生費国庫負担金は３

億９８８万６６４円で、私立保育所運営費負担金、国保基盤安定負担金、障害者自

立支援給付費等負担金、児童手当被用者負担金、介護保険低所得者保険料軽減負担金、

子育てのための施設等利用給付交付金などです。

２３、２４ページをお願いします。２目衛生費国庫負担金は７１６万２１９円で、

未熟児養育医療給付事業負担金と新型コロナウイルスワクチン接種に係る負担金や健康

被害給付費負担金です。

２項国庫補助金は、収入済額２億８３０万６００円で、１目総務費国庫補助金は

１億９４５万０００円で、個人番号カード交付事務費補助金、物価高騰対策として、

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金や地方創生臨時交付金、また粟賀小

学校跡地施設整備事業に係るデジタル田園都市国家構想交付金です。２目民生費国庫補

助金は１８２万０００円で、地域生活支援事業補助金、子育て世帯生活支援特別給
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付金事業費補助金などです。

ページをめくっていただきまして、３目衛生費国庫補助金は７００万０００円で、

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金、出産・子育て支援交付金、急

性期医療ＩＣＴ連携ネットワークサービス事業に係るデジタル田園都市国家構想交付金

などです。４目土木費国庫補助金は６７８万６００円で、現年度繰越明許及び事故

繰越分を含めた道路メンテナンス事業費補助金、若者世帯への住宅取得補助など定住促

進に係る社会資本整備総合交付金や賃貸住宅の家賃対策補助金などです。５目教育費国

庫補助金は３２３万０００円で、小・中学校の特別支援学級就学援助費や埋蔵文化財

緊急発掘調査費の補助金などです。

３項国庫委託金は、収入済額２６２万９４９円で、１目総務費国庫委託金は２１万

円で、自衛隊員募集事務及び中長期在留者居住地届出等事務の委託金です。２目民生費

国庫委託金は２４１万９４９円で、国民年金事務及び特別児童扶養手当事務取扱に係

る委託金です。

１６款県支出金は、収入済額７億５３０万３９６円で、歳入総額の⒏２％となっ

ています。

１項県負担金は、収入済額２億９０６万２００円で、１目総務費県負担金は３３

２万３９０円で、県移譲事務市町交付金、２目民生費県負担金は２億５６１万８

１０円で、私立保育所運営負担金、国保、後期高齢者医療保険基盤安定負担金、障害者

自立支援給付費等負担金、児童手当被用者負担金、介護保険低所得者保険料軽減負担金、

子育てのための施設等利用給付費負担金などです。

２９、３０ページをお願いします。３目衛生費県負担金は１２万０００円で、未熟

児養育医療給付事業負担金です。

２項県補助金は、収入済額３億８０７万３７８円で、１目総務費県補助金は４

５３万４７９円で、市町振興支援交付金、ＪＲ利用促進事業などに係る躍動する兵庫

応援事業補助金、電源立地地域対策交付金事業補助金につきましては、町道上岩宮野線

舗装修繕工事に係るものです。２目民生費県補助金は５８３万４０９円で、民生児

童委員活動費用などの社会福祉事業に対する補助金や老人クラブ活動に係る補助金、各

福祉医療に対する補助金、ページをめくっていただきまして、子ども・子育てなどの児

童福祉に対する支援交付金などです。３目衛生費県補助金は６２３万０００円で、健

康増進事業や僻地診療所運営費などの補助金、出産・子育て支援交付金などです。

３３、３４ページをお願いします。４目農林業費県補助金は２億５３９万２００

円で、中山間地域等直接支払交付金、繰越分を含めた地籍調査事業補助金、多面的機能

支払交付金、越知谷地域集積に係る補助金、繰越分を含めたため池廃止に係る農村地域

防災減災事業補助金、農業生産コスト低減緊急対策事業、森林整備に係る緊急防災林整

備事業補助金などです。５目商工費県補助金は９２５万０００円で、峰山新宿泊施設

起債償還補助金とプレミアム付商品券発行事業の補助金です。６目土木費県補助金は３
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３７万０００円で、簡易耐震診断推進事業、空き家活用支援事業などの補助金です。

３５、３６ページをお願いします。７目教育費県補助金は３４３万２９０円で、小

学校体験活動事業、スクール・サポート・スタッフ配置事業、トライやる・ウイーク事

業、埋蔵文化財緊急発掘調査費などの補助金です。

３項県委託金は、収入済額８１６万８１８円で、１目総務費県委託金は０５６

万５１３円で、県民税徴収事務、県議会議員選挙の委託金、毎月人口統計調査や教育

統計調査など各種統計調査の委託金、地域再生協働員設置業務に係る委託金です。２目

民生費県委託金は２万８０５円で、援護事務市町交付金などです。３目衛生費県委託

金の収入はございません。

ページをめくっていただきまして、４目農林業費県委託金は２９４万０００円で、

地籍調査事業、道の駅維持管理業務及びナラ枯れ防除事業に係る委託金です。５目商工

費県委託金は２９８万５００円で、砥峰高原自然交流館の管理運営に係る委託金で

す。６目土木費県委託金は１２０万０００円で、河川クリーン作戦事業やチェーン着

脱場維持管理などの委託金です。７目教育費県委託金は４４万０００円で、小学校の

英語教育学習支援に対するひょうごがんばり学びタイム事業委託金などです。

１７款財産収入は、収入済額９１５万３６８円で、歳入総額の３％となってい

ます。

１項財産運用収入は９１０万９６８円で、１目利子及び配当金の２２９万５１

４円は、各基金の運用により生じた利子です。

ページをめくっていただきまして、２目財産貸付収入は６８０万４５４円で、光

ケーブル施設、福本貸工場、老人保健施設用地、歯科診療所テナントなどの貸付収入、

その他町有貸付収入としては、白林陶芸館駐車場などの貸付収入です。２項財産売払い

収入は、収入済額４万４００円で、法定外公共物に係る売払い分です。

１８款寄附金は、収入済額１億２１３万６８５円で、歳入総額の⒈１％となってい

ます。

１項寄附金、１目一般寄附金の収入はございません。２目指定寄附金の１億２１３万

６８５円は、神河ふるさとづくり応援寄附金と、３企業と１個人の方からの指定寄附

金、１１企業からの神河まち・ひと・しごと創生寄附金です。

１９款繰入金は、収入済額２億３８７万３６２円で、歳入総額の⒊２％となって

います。

１項他会計繰入金は、収入済額８３４万７７７円で、１目国民健康保険事業特別会

計繰入金は２０万７７７円で、特定保健指導事業や健康づくり事業の経費分の繰入れ

です。

ページをめくっていただきまして、２目介護保険事業特別会計繰入金は４７９万０

００円で、郡認定審査会に係る人件費や光熱水費分の繰入れです。３目土地開発事業特

別会計繰入金の収入はございません。４目地区振興基金特別会計繰入金は３３５万円で、
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長谷地区振興基金特別会計から長谷漁業協同組合への補助金分の繰入れです。

２項基金繰入金は、収入済額２億５３９万８８９円で、１目公共施設維持管理基

金繰入金は６４５万０００円、２目用品調達基金繰入金は４０万円、３目環境保全

基金繰入金は１５７万６４５円、４目大河内水力発電所対策基金繰入金は１１万３

２９円、５目神河ふるさとづくり応援基金繰入金は９６７万０００円、６目財政調

整基金繰入金は１億１９８万０００円、７目まちづくり基金繰入金は４２９万０

００円、８目森林環境譲与税基金繰入金は７４６万０３５円、９目交通安全対策基金

繰入金は３４３万８８０円、それぞれ各基金の目的により取崩しの上、繰入れを行っ

ています。

３項財産区繰入金は１３万６９６円で、各財産区の議会議員選挙執行経費の繰入れ

を行っています。

２０款繰越金は、収入済額２億３５３万０８３円で、令和４年度からの繰越明許

及び事故繰越に係る繰越財源充当額を含んでの繰越金で、歳入総額の⒉５％となってい

ます。

４５、４６ページをお願いします。２１款諸収入は、収入済額１億３１８万５６

４円で、歳入総額の⒈９％となっています。

１項町預金利子は、収入済額１６万３０６円で、一時預金に係る利子です。

２項延滞金加算金及び過料は、収入済額８３万５５９円で、町税の延滞金です。

３項貸付金元利収入は、収入済額６２万０７８円で、住宅改修、新築等に係る資金

の貸付事業分で、収入未済額は過年度分で６３８万９０２円です。

４項受託事業収入は、収入済額８２万６８６円で、県道の草刈りなどに係る県姫路

土木事務所からの環境整備受託収入です。

５項雑入は、収入済額１億０７３万９３５円で、１目診療収入は１７１万６０

０円で、上小田、川上各診療所の診療報酬で、国保連合会などからの受入金です。２目

雑入は１億９０１万３３５円で、宝くじ市町村振興交付金、町ぐるみ健診の実費徴

収金、森林環境対策育林事業受入金、消防団員退職報償金等受入金、自主公演の鑑賞料、

給食費徴収金のほか、決算書４８ページから５２ページにかけまして、主なものとしま

しては、後期高齢者医療広域連合からの福祉医療高額療養費給付調整金や健診補助金、

町有自動車損害保険受入金、ケーブルテレビ引込み工事負担金１５件、風水害や落雷被

害による町有建物災害共済保険受入金、作畑区、吉冨区の備品整備に係るコミュニティ

助成事業助成金、峰山高原スキー場施設使用料、観光施設維持管理負担金、県互助会か

らの安全安心のまちづくり事業助成金では、防災服の更新と防災備蓄品の整備を行って

います。収入未済額は、６節給食事業収入で現年、過年度分を含めて２３万１６１円、

８節雑入で２００万２８０円で、内訳は、創業促進事業補助金返還金が１７８万円、

橋梁補修工事契約不履行違約金が２２万２８０円です。

５１、５２ページをお願いします。２２款町債は、収入済額３億５４４万０００

－７６－



円で、歳入総額の⒋１％となっています。

１項町債、１目臨時財政対策債は０７４万０００円で、地方税収等の減少に係る

ものです。２目総務債は４４０万円で、過疎地域持続的発展特別事業や粟賀小学校跡

地公園整備事業に係るものです。３目衛生債は４４０万円で、病院医療機器整備に係

るものです。４目農林業債は４２０万円で、広域基幹林道開設事業に係るものです。

５目土木債は１億６００万円で、繰越分も含めた道路、橋梁及び河川整備事業に係る

ものです。６目消防債は５７０万円で、消防車両購入に係るものです。

２３款自動車取得税交付金は、収入済額７５万１２３円です。

歳入合計では８８億４６６万１６８円、不納欠損額１０２万６６５円、収入未

済額１億４６０万９２４円となっています。起債現在高の状況につきましては、決

算説明資料の１１０ページに記載していますので、後ほど御確認いただければと思いま

す。

以上、大まかな説明になりましたが、歳入についての説明を終わらせていただきます。

歳入の説明に引き続きまして、歳出関係の説明をさせていただきます。歳入と同様に

主な内容のみの説明となりますが、よろしくお願いいたします。

決算書歳出事項別明細書５５、５６ページを御覧ください。

１款議会費は、支出済額７２１万４２４円で、歳出総額の⒈０％です。説明資料

は２０ページです。１項１目議会費は、議員報酬及び事務局職員３名の人件費、議会だ

よりの印刷費や議事録作成委託料など議会運営に係る経費を支出しています。

２款総務費は、支出済額１３億４４４万３４０円で、歳出総額の１⒌９％です。

説明資料は２０ページから３９ページです。

５７、５８ページをお願いします。１項総務管理費は１２億９８１万２００円で、

１目一般管理費は４億５３２万０７２円で、特別職２名、一般職員１２名及び再任

用職員２名の人件費、会計年度任用職員の報酬、各区長への行政事務協力謝金、ふるさ

と納税に係る返礼品や代行手数料などの事務経費、町のＰＲとしてタウンプロモーショ

ン冊子の印刷製本費、ページめくっていただきまして、能登半島地震被災地支援として

職員派遣に係る経費、基幹系内部情報系システムの保守点検委託料や使用料、システム

の更新及び改修委託料、パソコンリース料など電算関係の経費、ページめくっていただ

きまして、地方バス路線の維持確保のための公共交通維持確保対策補助金、医師修学資

金を３名に貸与したほか、神戸大学へは寄附講座と医学研究科腎泌尿器科先端医療技術

開発支援寄附金を支出しています。また、総合行政用コンピューター運営事業で６９

２万０００円を令和６年度へ繰り越ししています。

２目文書管理費は５７２万１２６円で、町広報紙の印刷費、「くらしの便利帳」

の修正や「サタデー９」制作負担金など、町の情報発信に係る経費のほか、文書管理業

務委託料や例規システム使用料を支出しています。

６３、６４ページをお願いします。３目会計管理費は６９３万０６０円で、会計
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課職員３名の人件費のほか、指定金融機関取扱手数料など会計業務に係る経費を支出し

ています。

４目財産管理費は２億２６８万１７１円で、役場本庁舎や神崎支庁舎などの維持

管理経費が主なもので、ページをめくっていただきまして、公有建物や町有自動車の保

険料、庁舎内外の清掃維持管理や宿日直業務、センター長谷の窓口業務、マイクロバス

運行管理などの委託料、会議机やソファーなどの備品及び公用車両軽自動車１台の購入、

積立金では、財政調整基金、町債管理基金、神河ふるさとづくり応援基金、公共施設維

持管理基金、まちづくり基金に、それぞれ基金の目的により積み立てています。

６７、６８ページをお願いします。５目交通対策費は１億０５７万８８１円で、

コミュニティバス運行委託料、デマンドバスでは運行システムの保守料、オペレーター

委託などの運行経費とデマンド車両２台の購入、路線バスコミュニティ料金化事業負担

金を支出しました。交通安全施設整備工事としましては、カーブミラーの新設・修繕、

区画線、ガードレールなどの工事を実施し、ＪＲ播但線利用促進事業としてＪＡ長谷駅

の進入道路舗装修繕工事、ＪＲ利用者の二次交通としてのカーシェアリング用の車両借

上料、またＪＲ播但線、特急はまかぜ、遠距離通勤・通学者のＪＲを利用した方への補

助を行いました。

６９、７０ページをお願いします。６目企画費は２億９万１９１円で、職員７名の

人件費や会計年度任用職員の報酬、地域おこし協力隊事業や地方創生事業などに係る経

費が主なもので、ページをめくっていただきまして、地域おこし協力隊支援業務や木造

インターンシップ事業の委託料、粟賀小学校跡地公園・図書コミュニティ施設整備工事

及び監理業務委託料、ページをめくっていただきまして、５件の創業促進事業補助金、

地域自治協議会設置運営事業では、越知谷ブロックで設立、活動が開始、その他のブロ

ックへ設立準備に向けた負担金、交付金を支出しています。積立金では、企業版ふるさ

と納税基金に積立てを行いました。また、粟賀小学校跡地整備事業で６億７５３万円

を令和６年度へ繰り越ししています。

７目ＣＡＴＶ管理運営費は１億０８７万８２９円で、ケーブルテレビ管理運営の

ための経費を支出しています。伝送路や局舎の修繕、ケーブルテレビ施設指定管理料、

備品では編集機等の機材の購入、ケーブルテレビネットワーク維持基金に積立てを行い

ました。

８目諸費は４８７万２８２円で、柏尾区と為信区の公民館改修に係る補助金、町

税の過誤還付金や国・県補助金等の過年度返還金などを支出しています。

７７、７８ページをお願いします。９目総合推進費は０９９万９２８円で、行財政

改革推進委員会や病院改革委員会に係る経費と第２次神河町長期総合計画後期基本計画

策定に係る支援業務委託料などを支出しています。

１０目消費者行政費は１７３万６６０円で、消費者行政に係るもので、消費者問題

啓発リーフレットなどの印刷、郡消費生活中核センターへの負担金が主なものです。
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２項徴税費は９５４万６４８円で、１目税務総務費は２１１万７４８円で、徴

税事務職員７名の人件費、ページめくっていただきまして、固定資産評価替えに向けた

土地評価等業務、地番家屋図システムの異動更新業務、標準地鑑定評価業務の委託料な

どの支出が主なものです。

２項賦課徴収費は７４２万９００円で、家屋調査員謝礼や賦課徴収に係る納付書等

の印刷代、ページをめくっていただきまして、滞納管理システム保守及び使用料、電子

申告共同利用システム負担金などを支出しています。

３項戸籍住民基本台帳費は４０５万８５９円で、職員１名の人件費のほか、戸籍

事務、コンビニ交付システムの運用や個人番号カード交付事務に要した事務経費です。

８３、８４ページをお願いします。４項選挙費は９７６万１０９円で、１目選挙管

理委員会費は９３０万８９０円で、職員１名の人件費と選挙管理委員会委員報酬や選

挙経常事務に要した事務経費です。２目県議会議員選挙費は３２万５２３円で、昨年

４月９日に執行した兵庫県議会議員選挙に要した事務経費です。３目越知谷財産区議会

議員選挙費は２万６８０円で、昨年８月２７日に執行した選挙に要した事務経費です。

４目粟賀財産区議会議員選挙費は３万０８６円で、昨年８月２７日に執行した選挙に

要した事務経費です。５目大山財産区議会議員選挙費は２万２９０円で、昨年５月１

４日に執行した選挙に要した事務経費です。６目寺前財産区議会議員選挙費は３万１

９６円で、昨年１１月２６日に執行した選挙に要した事務経費です。７目長谷財産区議

会議員選挙費は２万４４４円で、昨年１１月２６日に執行した選挙に要した事務経費

です。いずれの財産区の選挙も無投票となりました。

５項統計調査費は４８万円で、毎月人口統計調査、教育統計調査、住宅・土地統計調

査などの各種統計調査のほか、統計調査員確保対策に要した経費です。

８９、９０ページをお願いします。６項監査委員費は７８万５２４円で、監査委員

の報酬、費用弁償などで、例月監査、決算審査、定期監査、行政監査などに要した経費

です。

○議長（澤田 俊一君） 会計管理者、一度ここで区切りましょうか。

ここで暫時休憩といたします。再開を１０時２５分とします。

午前１０時０５分休憩

午前１０時２７分再開

○議長（澤田 俊一君） 会議を再開します。

休憩前に引き続き、令和５年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について詳細説

明を求めます。

北川会計管理者。

○会計管理者兼会計課長（北川 由美君） 会計課、北川でございます。引き続き歳出の

詳細説明をさせていただきます。
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決算書８９、９０ページをお願いいたします。３款民生費は、支出済額１６億６９

６万２０９円で、歳出総額の１⒏９％です。説明資料は３９ページから５３ページで

す。

１項社会福祉費は１２億７７９万２６７円で、１目社会福祉総務費は５億９３

１万０９９円で、職員３名の人件費や会計年度任用職員報酬、ページをめくっていた

だきまして、民生児童委員費用弁償、防犯対策事業としまして、川上及び渕地内２か所

で防犯カメラ設置工事や防犯カメラ自動復帰ブレーカーの設置工事を実施、防犯灯設置

補助を４９基分、防犯カメラ補助を５件、防犯機能付電話機購入補助を４６件支出しま

した。町社会福祉協議会へ運営補助金、物価高騰対策として、住民税非課税世帯等に対

する臨時特別給付金及び地域商品券を配付したほか、６件の住宅改修の助成費を支出し

ました。繰出金では、国民健康保険事業特別会計と介護保険事業特別会計へそれぞれ繰

り出しをしています。また、物価高騰対策低所得世帯支援給付金事業で７４４万０

００円を令和６年度へ繰り越ししています。

９３、９４ページをお願いします。２目老人福祉費は４３５万２７０円で、老人ク

ラブ活動補助金、広域シルバー人材センター負担金、各ミニデイボランティアグループ

活動支援金、老人保護措置費などを支出しています。

９５、９６ページをお願いします。３目心身障害者福祉費は３億３７６万４１０

円で、障害者計画及び第７期障害福祉計画・第３期障害児福祉計画策定委託料、中播福

祉会へ相談支援委託料や管理運営費等補助金、ページめくっていただきまして、障害者

・障害児等自立支援に係る居宅介護、生活介護などの介護給付費、生活用具や補装具購

入費などを支出しています。

４目医療助成費は０４７万１６３円で、郡医師会等協力金、医療事務処理等に係

る委託料、重度障害者や乳幼児、母子家庭、高齢重度障害者などの医療費が主な支出で

す。

９９、１００ページをお願いします。５目国民年金事務費は５３１万１６１円で、

職員１名の人件費と国民年金事務に要した事務費です。

６目民主化推進費は１６９万０７２円で、人権活動事業補助金などを支出していま

す。

１０１、１０２ページをお願いします。７目後期高齢者医療費は２億２８６万０

９２円で、被保険者に対する療養給付費負担金、広域連合共通経費分賦金や後期高齢者

医療事業特別会計への繰出金が主なものです。

２項児童福祉費は３億９１６万９４２円で、１目児童福祉総務費は５６２万

６９８円で、会計年度任用職員の報酬、縁結び事業では相談員謝礼やイベントの委託料、

病児・病後児保育事業への委託料、２か年で策定する第３期子ども・子育て支援事業計

画策定業務では、策定に向けたニーズ調査を実施、物価高騰対策として低所得の子育て

世帯へ給付金を支給したほか、こどもを健やかに産み育てる支援金４５件分などを支出
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しています。

１０３、１０４ページをお願いします。２目児童措置費は１億２９８万３０４円

で、児童手当が主なものです。３目保育所費は２億０５５万９４０円で、神崎保育

園や寺前保育所などの私立保育所運営に係る経費で、運営費委託料のほか、一時預かり

事業、延長保育促進事業などへの補助金、公立及び私立施設型給付費負担金、物価高騰

対策の支援金などを支出しています。

３項災害救助費の支出はございません。

４款衛生費は、支出済額１６億７９３万８７５円で、歳出総額の１⒐４％です。

説明資料は５３ページから６３ページです。１項保健衛生費は８億２２７万１５４円

で、１目保健衛生総務費は７億１４０万５９８円で、職員１２名、再任用職員２名

の人件費、会計年度任用職員の報酬のほか、急性期医療ＩＣＴ連携ネットワークサービ

ス導入に係る委託料、ページをめくっていただきまして、公立神崎総合病院事業会計へ

の補助金、出資金、水道事業会計への補助金、ケアステーションかんざきの運営負担金

などを支出しています。

２目健康づくり対策費は０４３万４９８円で、健康づくり対策事業に係る経費で、

個別予防接種の医薬材料費や接種委託料、各種健康づくり教室、町ぐるみ健診、がん検

診、婦人健診などの健診に係る委託料のほか、インフルエンザや新型コロナウイルスワ

クチン接種の委託料などを支出しています。

１０９、１１０ページをお願いします。３目母子衛生費は１５３万５８９円で、

乳幼児相談や各種教室などの医師派遣委託料や看護師等の謝礼、妊婦・産婦健診委託料、

出産・子育て応援給付金などを支出しています。

ページをめくっていただきまして、４目保健衛生施設管理費は２９２万９３４円で、

大河内保健福祉センターの施設の維持管理に要した費用を支出しています。

５目診療所費は５９６万５３５円で、川上・上小田診療所に係る経費で、診療や診

療報酬委託料のほか、郡医師会による在宅当番医制協力金などを支出しています。

１１３、１１４ページをお願いします。２項環境衛生費は６３１万１５３円で、

１目環境衛生費は５９８万４５３円で、職員５名、再任用職員２名の人件費、会計

年度任用職員の報酬、クールチョイス普及啓発事業としてかみかわ未来環境塾などを実

施し、温室効果ガス排出量目標を達成するため脱炭素化施策展開事業計画を策定、中播

北部行政事務組合火葬場分の負担金などを支出しています。

１１５、１１６ページをお願いします。２目公害対策費は３２万７００円で、河川

の水質検査委託料です。

３項清掃費は７億９３５万５６８円で、１目ごみ処理費は３億６３８万３２２

円で、廃棄物の減量化や普及啓発の取組を行い、廃棄物処理などの委託料、中播北部行

政事務組合クリーンセンター運営費負担金、町内延べ１７団体に資源ごみ回収補助金、

７台分の家庭用生ごみ処理容器購入費補助金などを支出しています。２目し尿処理費は
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４億２９６万２４６円で、し尿処理に係る事務経費のほか、中播衛生施設事務組合

負担金、下水道事業会計への補助金、出資金を支出、また、浄化槽事業特別会計へ繰り

出ししています。

１１７、１１８ページをお願いします。５款農林水産業費は、支出済額６億３２１

万０１３円で、歳出総額の⒎６％です。説明資料は６３ページから７５ページです。

１項農業費は５億４６２万９６８円で、１目農業委員会費は６４５万９７１円

で、農業委員会運営のための農業委員、農地利用最適化推進委員の報酬、事務局職員１

名の人件費、農地情報公開システム更新業務委託料などが主なものです。

ページをめくっていただきまして、２目農業総務費は１９６万００６円で、職員

５名、再任用職員１名の人件費と会計年度任用職員報酬や農業関係の事務に要した経費

などを支出しています。３目農業振興費は１億３０９万９４２円で、会計年度任用

職員報酬や農会長への農政事務協力謝礼などの経費のほか、１１集落へ中山間地域等直

接支払交付金、農業の担い手の確保、育成を目的に水田農業推進補助金、農業機械施設

整備支援事業補助金を７件、ページをめくっていただきまして、多面的機能支払交付金、

越知谷営農法人化に係る地域集積協力金、農業次世代人材投資事業補助金、有害鳥獣対

策として、サル監視員委託料、鹿捕獲支援や防護柵設置などの補助金、また、新規事業

として、遊休農地の復元や畦畔シート設置補助金、堆肥利用など環境保全型農業推進事

業補助金を支出しています。４目農地費は３７５万８４７円で、ページをめくって

いただきまして、繰越分を含めたため池、慈増寺池、段ノ池などの廃止工事や廃止工事

に向けた実施計画策定などの委託料、町単独土地改良事業補助金では、農地修繕、水路

改修など８件の修繕工事費を支出しています。５目農業施設管理費は９５９万２９９円

で、水車公園の清掃維持管理委託料や指定管理料、道の駅の維持管理委託料やイベント

補助金などを支出しています。６目地籍調査費は２億９７１万９０３円で、山林部

の地籍調査事業に係る経費で、職員９名の人件費、推進委員の謝礼のほか、繰越分を含

めた調査地区の測量等委託料、地籍情報管理システム等リース料などを支出しています。

また、地籍調査事業で２４２万０００円を令和６年度へ繰り越ししています。

１２９、１３０ページをお願いします。７目山村振興対策事業費は５万円で、県地域

振興対策協議会への負担金です。

２項林業費は１億２５４万０４５円で、１目林業総務費は６９４万２４７円

で、職員１名の人件費、県治山林道協会負担金、広域基幹林道千ケ峰・三国岳線工事負

担金などを支出しています。

１３１、１３２ページをお願いします。２目林業振興費は５５９万７９８円で、

木工芸センターの指定管理料、町内１３の生産森林組合への補助金、森林整備や森林機

能の強化を図るため、森林経営管理意向調査や町森林経営管理事業委託料、町森林整備

事業補助金を支出したほか、治山治水工事補助金として危険木伐採１０件、林道の維持

修繕工事や林道ナメラ１号橋修繕工事費などを支出しています。また、新規事業として、
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広葉樹林再生に向けた試験伐採や桜華園での町花の植栽を実施しています。

３項水産業費は６０４万０００円で、３漁協へ運営補助金や越知、寺前漁協及びＮ

ＰＯ法人へ水産活性化補助金などを支出しています。

１３３、１３４ページをお願いします。６款商工費は、支出済額２億６９２万２

３８円で、歳出総額の⒊４％です。説明資料は７５ページから８０ページです。１項商

工費は２億６９２万２３８円で、１目商工振興費は７０６万５３４円で、職員

２名の人件費、町商工会への運営補助金、物価高騰対策として１世帯１万円の商品券の

配布、２０％のプレミアム付商品券やデジタル商品券の発行、コロナで影響を受けた事

業所で、生産向上などに取り組む事業主に対し１０件の補助金を支出しています。２目

観光振興費は１億９８５万７０４円で、職員３名の人件費と会計年度任用職員報酬、

ページをめくっていただきまして、わくわく公園、ホテルモンテ・ローザ、観光交流セ

ンター、グリーンエコー笠形体育施設、桜華園、ヨーデルの森の各観光施設への指定管

理料や各施設の修繕料などの管理費、ページをめくっていただきまして、かみかわ夏ま

つり委託料、砥峰高原自然交流館の管理運営委託料、峰山高原の除雪委託料や直通バス

などの借上料、ホテルモンテ・ローザのトイレ洋式化工事やヨーデルの森駐車場区画線

整備などの工事を実施、神河町観光協会への補助金を支出しています。

１３９、１４０ページをお願いします。７款土木費は、支出済額５億８８９万０

５６円で、歳出総額の⒍５％です。説明資料は８０ページから８８ページです。１項土

木管理費、１目土木総務費は５７６万２６７円で、職員１０名の人件費や会計年度

任用職員報酬、ページをめくっていただきまして、長谷駅、寺前駅及び新野駅のトイレ

清掃委託料、寺前駅前２か所の駐車場管理委託料、鍛治・大河区内における急傾斜地崩

壊対策事業負担金などが主な支出です。

２項道路橋梁費は３億１４９万４１９円で、１目道路橋梁維持費は１億５１０万

７４９円で、道路照明灯の電気代、町道の除草作業及び除雪委託料などのほか、町道

中村・山田線、町道上岩・宮野線などの町道の舗装修繕工事や維持修繕工事が主な支出

です。

１４３、１４４ページをお願いします。２目道路橋梁新設改良費は２億６３８万

６７０円で、繰越分を含めた道路橋定期点検や橋梁補修設計の委託料、町道作畑・新田

線、町道峰山線などの道路改良工事、貝野橋、茶ノ木原橋など橋梁補修工事、事故繰越

で水ノ谷トンネル補修工事費を支出しています。また、道路メンテナンス事業及び道整

備交付金事業で０７３万０００円を令和６年度へ繰り越しています。

３項河川費、１目河川費は１１６万３４８円で、河川水位計や雨量計の防災気象

情報提供システムの保守点検や運用維持委託料のほか、河川クリーン作戦事業委託料、

繰越分を含めた上ノ山谷川、北段の下谷川などの河川改修工事、新規事業として、越知

川などの河川整備工事費を支出しています。

１４５、１４６ページをお願いします。４項都市計画費、１目都市計画総務費は８０
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万０４０円で、かみかわ銀の馬車道まちづくり協議会補助金を支出しています。

５項住宅費は９６５万９８２円で、１目住宅管理費は８８９万６６１円で、

町内５か所の町営住宅維持管理経費、空き家等実態調査を実施したほか、長谷住宅借上

料、若者世帯向け家賃補助３１件、住宅取得支援補助金１１件、リフォーム支援補助金

５件、公的賃貸住宅家賃対策調整補助金などを支出しています。

１４７、１４８ページをお願いします。２目住宅建設費は０７６万３２１円で、

カクレ畑水道設備管理委託料、一般社団法人かみかわ移住定住サポートセンターへ移住、

定住事業等を業務委託し、多自然居住業務委託料を支出したほか、空き家活用支援事業

補助金２件、空き家おかたづけ支援事業補助金４件などを支出しています。

８款消防費は、支出済額２億０７０万８２２円で、歳出総額の⒉９％です。説明

資料は８８ページから９１ページです。１項消防費は２億０７０万８２２円で、１

目常備消防費は１億４２０万３７０円で、姫路市消防局への消防事務委託料や救急

車更新負担金のほか、中播消防署北部出張所建替用地の不動産鑑定業務委託料などを支

出しています。２目非常備消防費は２３４万８８８円で、本部役員、本部付団員、

分団長、副分団長、班長、団員の報酬、非常時の出動に伴う出動手当、退団者への退職

報償金、ページをめくっていただきまして、福祉共済制度掛金、公務災害補償掛金、退

職報償金掛金、消防団活動交付金などを支出しています。３目消防施設費は５０７万

７０６円で、消防団各部のポンプ自動車の燃料代や修繕などの維持管理経費のほか、

比延部の小型ポンプ車、中村部のポンプ車の車両購入費を支出しています。４目災害対

策費は９０８万８５８円で、戸別受信機屋外アンテナ等設置委託料、防災行政無線

システム等保守業務委託料、ひょうご防災ネットシステム使用料、自主防災組織へ防災

訓練や防災士資格取得に係る経費の補助金などを支出しています。

９款教育費は、支出済額８億１４３万３９０円で、歳出総額の⒐８％です。説明資

料は９１ページから１０７ページです。１項教育総務費は３２２万５７４円で、１目

教育委員会費は９８万１３５円で、教育委員４名の報酬、費用弁償など一般的事務経

費です。

１５３、１５４ページをお願いします。２目事務局費は２２３万４３９円で、教

育長及び職員４名の人件費と会計年度任用職員の報酬、ページをめくっていただきまし

て、スクールソーシャルワーカーの謝礼、スキー実習事業委託料、児童生徒用タブレッ

トを１５台購入したほか、１８件のスポーツ・文化競技大会出場激励金を支出していま

す。

２項小学校費は１億６８２万７０１円で、１目小学校管理費は１億７６８万２

４５円で、小学校３校の学校医等に係る報酬のほか、職員１名の人件費や会計年度任用

職員の報酬、各種教材などの消耗品や小学校における施設管理運営経費、ページをめく

っていただきまして、通学バス委託料、ＩＣＴ教育の充実を図るための校内ＩＴ支援業

務委託料やパソコンリース料などを支出しました。また、長谷小学校空調機設置工事及
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び屋外時計設置工事を行いました。２目小学校教育振興費は９１４万４５６円で、会

計年度任用職員の報酬、自然学校や環境体験活動事業委託料のほか、要保護、準要保護

と特別支援学級児童への援助費を支出しています。

３項中学校費は２９７万３７４円で、１目中学校管理費は１７５万４７５円

で、神河中学校の学校医等の報酬、職員１名の人件費、会計年度任用職員の報酬、ペー

ジをめくっていただきまして、中学校における施設管理運営経費のほか、通学バス委託

料、ＩＣＴ教育の充実を図るための校内ＩＴ支援業務委託料や、ページをめくっていた

だきまして、パソコンリース料などを支出しています。また、自転車購入費等補助金２

０件を支出しています。２目中学校教育振興費は１２１万８９９円で、会計年度任

用職員報酬、トライやる・ウイーク事業委託料や外国語指導助手派遣業務委託料、要保

護、準要保護と特別支援学級生徒への援助費などを支出しています。

４項幼稚園費、１目幼稚園費は１億７０５万８４６円で、幼稚園に係る園医や歯

科医等の報酬、職員９名分の人件費や会計年度任用職員の報酬、幼稚園における施設管

理運営経費などのほか、ページをめくっていただきまして、長谷幼稚園開園に向け、消

耗品や物置などの備品、改修工事設計監理委託料及び改修工事費を支出しています。

５項社会教育費は２億５８０万８９１円で、１目社会教育総務費は８８９万３０

９円で、社会教育委員の報酬、職員５名の人件費、会計年度任用職員の報酬、ページを

めくっていただきまして、町史編さん事業では、発刊に向けて各部門の調査や原稿執筆

謝礼、招聘旅費、埋蔵文化財の調査に係る委託料、学童保育クラブ管理運営の委託料、

ページをめくっていただきまして、郡青少年補導センター負担金、人権文化推進啓発な

どのための各補助金、全日本愛瓢会神河町実行委員会へ補助金などを支出しています。

２目公民館費は２６３万１５８円で、中央公民館及び神崎公民館の職員２名の人件

費、公民館長、会計年度任用職員の報酬、ページをめくっていただきまして、公民館施

設の光熱水費や修繕料、各設備の保守点検など施設の維持管理経費、神河シニアカレッ

ジの運営や公民館の各教室などの経費のほか、公演委託料、ページめくっていただきま

して、グリンデルホール美術バトン電動化工事、図書の購入、町文化協会への補助金な

どを支出しています。３目社会教育施設運営費は４２７万４２４円で、児童センタ

ー、子育て学習センターの管理運営に係るもので、各種事業における会計年度任用職員

の報酬、各社会教育施設の光熱水費や修繕料、ページをめくっていただきまして、親子

体操教室などの講師委託料や施設管理委託料などを支出しています。また、児童センタ

ーきらきら館の空調設備更新工事費を支出しています。

６項保健体育費は２億５５５万００４円で、１目保健体育総務費は５８８万８

７３円で、保健体育一般事務に係るもので、スポーツ推進委員の報酬、神河マラソン大

会などスポーツ大会委託料、町スポーツ協会の補助金などを支出しています。

１８１、１８２ページをお願いします。２目体育施設管理費は８９２万７２７円

で、はにおか運動公園、町民体育館、町民温水プール、町民グラウンド、神崎体育セン
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ター、すぱーく神崎、松ケ瀬グラウンドの各体育施設の維持管理に係る経費で、会計年

度任用職員の報酬、各施設の光熱水費や修繕料、施設の管理委託料、スイミングスクー

ル委託料などを支出しています。また、備品購入費では、プールの料金改定に合わせて

券売機の更新を行っています。

１８３、１８４ページをお願いします。３目学校給食費は１億０７３万４０４円

で、学校給食に係る経費で、職員３名、再任用職員２名の人件費、会計年度任用職員の

報酬、光熱水費、調理機器等の修繕料のほか、ページをめくっていただきまして、施設

管理の各種委託料、調理機器等のリース料、主食や副食の原材料費、給食配送用コンテ

ナなど備品の購入、要保護、準要保護と特別支援学級の児童生徒に係る給食の援助費な

どを支出しています。

１８７、１８８ページをお願いします。１０款公債費は１２億２９９万４６５円

で、歳出総額の１⒋５％です。説明資料は１０７ページから１０８ページです。１項公

債費、１目元金は、一般公共事業債や一般単独事業債などの長期債の元金償還金で、１

２億０６６万０８５円。２目利子は、一般公共事業債や一般単独事業債の利子償還

金や一時借入金利子で２３２万０４８円。３目公債諸費は、支出済額３３２円で、

起債償還に伴う手数料です。

１１款諸支出金は、科目設定のみで執行額はありません。

１２款予備費は、９５万０００円をそれぞれの科目に充用しました。

歳出合計では、支出済額８７億７３万８３２円、翌年度繰越額として、繰越明許費

７億５０６万０００円となっています。

１８９ページをお願いします。一般会計決算実質収支に関する調書でございます。内

容につきましては、決算額の報告の際、説明しましたので、省略させていただきます。

１９０、１９１ページをお願いします。財産に関する調書でございます。公有財産の

項目の土地及び建物では、土地の年度中の増減は普通財産の山林で、１名の方からの寄

附により１万９０６平方メートル増加し、年度末現在高５１万２６５平方メートルと

なりました。普通財産の年度末現在高は７２万６７⒌４１平方メートル、行政財産、

普通財産合わせて１万９０６平方メートルの増となり、土地の年度末現在高は１３９万

４６⒈２８平方メートルになりました。

建物につきましては、年度中の増減はなく、建物の年度末現在高は８万９０⒍９３

平方メートルとなっています。

１９２ページをお願いします。有価証券につきましては、増減はございません。出資

による権利では、ひょうご農林機構の出資金が、新たに農家子弟の親元就農促進や次世

代のビジネスリーダーとしての農業後継者を育成するための事業を実施するに当たり、

現在の運用益による事業展開では事業費に不足が生じるため、各市町からの出資金で造

成している積立資産の取崩しが平成３０年度から継続して行われ、令和５年度では３６

万０００円減少し、残高が２１２万０００円となっています。出資による権利合計
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の年度末現在高は８８１万０００円となっています。

公営企業会計への出資では、公立神崎総合病院への出資を平成２６年度から実施して

おり、令和５年度で１０年目となりました。令和５年度で１億１５５万０００円増加

し、３７億７３１万０００円の出資残高となっています。また、下水道事業への出資

は１４７万０００円で、出資残高は４億０９８万０００円となり、合計で年度

末現在高は４１億８２９万０００円となっています。

１９３ページをお願いします。債権では、住宅資金等貸付金で元金返済が４６万０

００円の減、医師修学資金貸与金で３名分７２０万円の増、債権合計で、差引き６７３

万０００円の増となり、債権の年度末現在高は２億８７９万０００円となってい

ます。基金では、それぞれの基金の目的により取崩し及び積立てを行いました。財政調

整基金では、３２７万０００円減少し、１８億３２０万０００円の残高となっ

たほか、基金合計での決算年度中の増減が、差引き２６５万０００円の減となり、

年度末現在高は３６億２４４万０００円となりました。

１９４ページをお願いします。物品では、普通自動車でデマンド型交通用車両として

日産キャラバンを２台購入し、合計で２１台。軽自動車では、ムーブ２台を廃車し、１

台購入、差引き１台の減となり、合計３３台となりました。消防車両の増減はありませ

んが、消防ポンプ自動車で中村部、小型動力ポンプ付軽四積載車で比延部の消防車両を

更新しています。合計では、１台増で８９台となっています。

以上、令和５年度神河町一般会計歳入歳出決算認定の件について、これで説明を終わ

らせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 会計管理者、長時間の説明お疲れさまでした。

以上で第９３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９４号議案、令和５年度神河町介護療育支援事業特別会計歳入歳出決算認定

の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９４号議案、令和５年度神河町介護療育支援事業特別会計歳

入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

神河町介護療育支援事業は、障害のある子供の療育や家族への直接的支援はもとより、

学校や各町保健担当、健康福祉事務所との連携を通して、障害のある子供たちを支えて

おり、神崎郡３町が共同で運営をしています。

令和５年度の小児療育の延べ利用児数は、就学前児２８８人、就学児０５６人の合

計３４４人でした。収入済額は３３０万３２０円、支出済額は１３６万４４９

円で、歳入歳出差引残額は１９４万８７１円でございます。

以上が決算の概要でございます。
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詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

藤原健康福祉課長。

○健康福祉課長（藤原 栄太君） 健康福祉課、藤原でございます。第９４号議案の詳細

について御説明申し上げます。

特別会計決算説明資料の３ページをお願いいたします。ケアステーションかんざきは、

全ての方がいつまでも健やかで幸せに暮らせるまちづくりを進めるための人材育成や小

児療育の拠点施設として、神崎郡３町が共同で運営しております。

主な内容は、障害のある子供の療育として、生まれてから小学校入学までの就学前児

を対象とした児童発達支援事業と、小・中学生の就学児を対象とした放課後等デイサー

ビス事業を行う小児療育事業と、理学療法士等専門職を各町介護予防事業への派遣等を

している介護支援事業です。

小児療育に関する相談業務は年々内容も複雑、多岐にわたるようになっております。

これらの状況を踏まえ、相談者の意向や内容に応じて、よりきめ細やかな相談ができる

ように、相談場所を当施設に限定せず、御自宅や学校、幼稚園等、柔軟に対応すること

にしました。また、保護者の高齢化に伴い、親亡き後の不安を抱える方が増えています。

保護者の体調不良など急な変化に対応するために、受入れ施設の確保だけでなく、平時

からお試しで利用するなど、不測の事態に備えた準備の必要性について、今後、理解し

ていただくことが重要となっております。

それでは、介護療育支援事業特別会計決算書の詳細について、事項別明細書で説明さ

せていただきますので、決算書の５ページ、６ページの歳入を御覧ください。

１款分担金及び負担金は、市川町、福崎町からの運営費の負担金で、９４０万０

００円です。

２款県支出金の１目民生費県補助金は２４万０００円。

３款繰入金の１目一般会計繰入金は、神河町の運営負担金で１７３万０００円。

４款繰越金は、前年度繰越金９９７万４９円です。

次に、５款諸収入、１項事業収入ですが、１目障害児通園事業収入で５６７万３

７９円、２目障害児相談支援事業収入で３４０万２４０円です。

次に、２項受託事業収入１０５万２２０円は、職員を各町の介護予防教室や大学等

へ講師として派遣した事業収入等です。３項の利用者負担金１１１万７１円は、１割の

個人負担分です。ちなみに、３歳から５歳児は全額公費負担となっております。４項の

雑入は７０万３６１円で、職員健康診査助成金などです。

以上のとおりで、歳入合計は３３０万３２０円でございます。

次に、７ページ、８ページの歳出を御覧ください。１款業務費１３６万４４９円で、

人件費が主なものです。まず、１節報酬１６６万１７８円は、会計年度任用職員で
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ある保育士２名、社会福祉士１名、事務員１名と運転員２名の計６名分です。２節給料

６０３万１００円は、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、ケースワーカーの正

職員４名分です。３節職員手当等１８９万０２０円は、正職員の職員手当と会計年

度任用職員の期末手当で、４節共済費８８５万８８２円は、正職員の共済費及び会計

年度任用職員の厚生年金保険料等です。７節報償費３万０００円は、講師謝礼です。

８節旅費５０万０５９円で、その内訳は、普通旅費３万３３３円と会計年度任用職

員の費用弁償４６万７２６円です。１０節需用費は４３０万６１５円で、主に燃料

費、光熱水費、施設及び公用車の修繕などです。１１節役務費は、通話料、公用車の保

険料などで５６万６８７円。１２節委託料は、清掃維持管理、エレベーター保守点検

等で２４４万４４８円です。１３節使用料及び賃借料は、財務会計システムの賃借料、

土地の借上料やコピー使用料などで６６万３２５円。１７節備品購入費は、児童送迎用

の普通自動車１台及び一般備品（パソコン１台）購入で３９０万９６０円。１８節負担

金、補助及び交付金は３万６７５円。２１節補償、補填及び賠償金は、公用車事故に

係る賠償金で３９万０００円。２６節公課費は、自動車重量税６万５００円です。

２款公債費は、償還金利子及び割引料で科目を設けておりましたが、ゼロ円です。

以上のとおりで、歳出合計は１３６万４４９円となり、歳入歳出差引き１９４万

８７１円を次年度に繰り越します。

次に、１１ページ、１２ページには、実質収支に関する調書と財産等に関する調書を

つけておりますので、御覧いただきたいと思います。

以上が決算の状況でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第９４号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９５号議案、令和５年度神河町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定

の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９５号議案、令和５年度神河町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、国民健康保険税が１億３６６万７８０円、県支出金１０億２０５万

９９０円、繰入金１億７３２万６８３円、繰越金１２９万４６１円など、歳入

合計は１３億６６６万６８９円となっております。

歳出では、総務費４７５万８７６円、保険給付費９億５２２万８１２円、国

民健康保険事業費納付金３億７２６万７４４円、保健事業費９４１万５４８円、諸

支出金１３１万５０７円など、歳出合計は１３億８０８万４４１円となってお

り、歳入歳出差引額は８５８万２４８円となり、実質収支額も同様となっております。

以上が決算の概要でございます。
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詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

長井住民生活課長。

○住民生活課長（長井 千晴君） 住民生活課、長井でございます。それでは、第９５号

議案の詳細説明を申し上げます。

まず初めに、特別会計決算説明資料の７ページをお願いいたします。国民健康保険に

つきましては、国民皆保険体制の基盤をなす制度としまして、社会保障施策の中核的役

割を果たしてきましたが、被保険者数の減少や医療費の高騰等により、各自治体単独で

の安定した財政運営が全国的に危ぶまれるようになりました。

そこで、安定的で持続可能な制度運営のため、兵庫県と各市町が共同で運営し、県内

のどこに住んでも保険税が一律となる標準保険税率が令和１２年度には導入されるのが

決定しております。そのために、神河町におきましても、被保険者の保険税負担が急激

な上昇とならないよう、計画的・段階的な保険税率の引上げを令和５年度から実施して

おりますが、想定を上回る被保険者数の減少に伴い税収も減少しているため、今後も財

政調整基金の残高を考慮しながら、安定した国保財政運営を目指していかなければなり

ません。

それでは、国民健康保険事業特別会計決算書により説明いたしますので、歳入歳出決

算事項別明細書５ページから６ページをお願いいたします。

まず、歳入ですが、主なものの収入済額を説明いたします。１款国民健康保険税の総

額は１億３６６万７８０円で、収入未済額が５８６万７１８円、徴収率は７⒎

６％です。収入額の内訳は、１項１目一般被保険者分１億３６１万０３３円で、う

ち１節現年課税分１億８２５万５５３円、２節滞納繰越分５３５万４８０円で、

税の内訳はそれぞれ備考のとおりであります。２目退職被保険者分は５万７４７円で、

全て滞納繰越分です。税の内訳は、備考のとおりとなっております。

２款使用料及び手数料は５万１００円で、保険税督促手数料です。

７ページから８ページをお願いいたします。４款県支出金の総額は１０億２０５万

９９０円で、全額１項１目保険給付費等交付金です。その内訳は、備考欄に記載のと

おり、普通交付金が９億２３１万８４５円、特別交付金が９７３万１４５円で

す。

５款財産収入１０万９５４円で、財政調整基金利子となります。

６款繰入金の総額は１億７３２万６８３円で、内訳は１項１目１節保険基盤安定繰

入金６０１万９７４円。備考欄に、保険税軽減分と保険者支援分の内訳を記載して

おります。２節職員給与費等繰入金８７８万４５３円、３節出産育児一時金等繰入

金１６６万６６６円、４節財政安定化支援事業繰入金４６３万０００円、５節地方

単独福祉医療費助成事業繰入金３０８万５０１円。
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９ページから１０ページをお願いいたします。６節未就学児均等割保険税繰入金３５

万２３１円です。２項１目１節財政調整基金繰入金で、２７７万０００円です。

７款繰越金は、前年度繰越金で１２９万４６１円です。

８款諸収入は、総額２１６万７２１円で、１項１目延滞金は５１万９６２円で、

うち１節一般被保険者延滞金４６万２６２円、２節退職被保険者等延滞金５万７０

０円です。２項１目第三者納付金は１３３万９４９円、これは交通事故４件分になり

ます。２目返納金３０万８１０円です。

１１ページから１２ページをお願いいたします。以上、歳入合計が１３億６６６万

６８９円となります。

続きまして、歳出になります。１３ページから１４ページをお願いいたします。主な

項目の支出済額を御説明申し上げます。

１款総務費の総額は４７５万８７６円です。このうち１項１目一般管理費は４

１９万１７７円で、節の主なものは報酬、給料、職員手当等、共済費、需用費、委託

料などで、その詳細は備考欄に記載のとおりとなっております。２項１目賦課徴収費は

４７万６９９円です。

１５ページから１６ページをお願いいたします。賦課徴収費の詳細は、備考欄に記載

のとおりとなっております。３項１目運営協議会費は、運営協議会の委員報酬、費用弁

償で９万円です。

２款保険給付費の総額は９億５２２万８１２円です。内訳は、１項療養諸費の総

額は８億８４７万２５１円、このうち１目一般被保険者療養給付費は８億０９３

万１８４円、３目一般被保険者療養費は５２７万７０７円、５目審査支払手数料は

２２７万３６０円で、レセプト点検手数料などになります。

次に、１７ページから１８ページをお願いいたします。２項高額療養費は、総額１億

２１２万８２９円、このうち１目一般被保険者高額療養費１億２０９万０８０

円、３目一般被保険者高額介護合算療養費２万７４９円、３項移送費はゼロ円、４項

出産育児諸費２５０万０５０円。

次に、１９ページから２０ページをお願いいたします。５項葬祭諸費９０万円、６項

精神結核医療付加金は１２２万６８２円です。

３款国民健康保険事業費納付金の総額３億７２６万７４４円。内訳としまして、１

項１目一般被保険者医療給付費分２億９７７万０４６円、２目退職被保険者分２７万

４６７円、２項１目一般被保険者後期高齢者支援金等分５０６万２５６円。

２１ページから２２ページをお願いします。２目退職被保険者等後期高齢者支援金等

分は２万８４９円、３項介護納付金分は２１２万１２６円。

４款保健事業費の総額は９４１万５４８円、１項特定健康診査等事業費５１６万

４６３円、２項保健事業費は４２５万８５円で、保健指導事業委託料、制度啓発パンフ

レット、人間ドック、脳ドックなどに係る経費となります。
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２３ページから２４ページをお願いします。５款基金費は、財政調整基金積立金１０

万９５４円です。

６款諸支出金の総額は１３１万５０７円、１項１目国民健康保険税還付金５２万

６７４円、２目県支出金返納金は０５８万５６円で、この内訳は備考欄に記載のと

おりです。２項繰出金は２０万７７７円です。

以上、歳出合計が１３億８０８万４４１円となります。

なお、２５ページに決算実質収支に関する調書、２６ページに財産等に関する調書を

記載しております。

令和５年度末の国民健康保険財政調整基金残高は１億２１４万０００円となって

おります。

令和５年度国民健康保険事業特別会計決算の詳細説明は以上でございます。よろしく

御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第９５号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９６号議案、令和５年度神河町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９６号議案、令和５年度神河町後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、後期高齢者医療保険料１億６０５万８１８円、繰入金８３７万０

１５円、諸収入６万６８５円など、歳入合計は１億７９４万８５２円となっており

ます。

歳出では、総務費５１９万１５６円、後期高齢者医療広域連合納付金１億９２１万

２６６円など、歳出合計は１億４４６万１０７円となっており、歳入歳出差引額

は３４７万７４５円で、実質収支額も同様となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

長井住民生活課長。

○住民生活課長（長井 千晴君） 住民生活課、長井でございます。それでは、第９６号

議案の詳細説明を申し上げます。

まず最初に、特別会計決算説明資料の１０ページをお願いいたします。後期高齢者医

療制度の運営につきましては、兵庫県内の全ての市町が加入する兵庫県後期高齢者医療

広域連合が保険者となり、市町と事務を分担しておりますが、高齢化により年々被保険
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者が増加し、それに伴い医療費も今後さらに増加することが見込まれます。そのため、

今後も保険料の引上げが見込まれ、滞納者の増加も懸念されます。

令和５年度は収納率が全体で９⒐８４％となり、前年度より３９％の増となりまし

た。今後もこの高い収納率を維持する努力をするとともに、依然高止まり傾向にある医

療費の適正化に向け、健康福祉課と連携した高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施

をより一層推進していきます。

それでは、後期高齢者医療事業特別会計決算書により説明いたしますので、歳入歳出

決算事項別明細書５ページから６ページをお願いいたします。

まず、歳入となりますが、主なものの収入済額を説明いたします。

１款後期高齢者医療保険料の総額は１億６０５万８１８円で、収入未済額が２２

万８２３円、徴収率９⒐８％であります。内訳は、１項１目特別徴収１億０７５万

２３４円、徴収率１００％です。２目普通徴収５３０万５８４円で、徴収率は、

現年度分が９⒐４％、過年度分が９⒏０％となっております。

２款使用料及び手数料は４００円で、滞納分督促手数料となります。

３款繰入金の総額は８３７万０１５円で、１項１目事務費繰入金５１８万７５

６円、２目保険基盤安定繰入金３１９万２５９円で、これは所得が低い方の保険料

軽減分を国と町が補填しているものとなります。

４款諸収入の総額は６万６８５円で、次に７ページから８ページをお願いします。３

項１目保険料還付金６万６８５円で、２目還付加算金はゼロ円です。

５款繰越金、前年度繰越金は３４３万９３４円です。

以上で、歳入合計は１億７９４万８５２円となります。

続きまして、歳出になります。９ページから１０ページをお願いします。１款総務費

の総額は５１９万１５６円で、主なものは、２節給料２３５万４００円、３節職員手

当等１２１万１４３円、４節共済費１０４万３７６円、１１節役務費４６万９８

６円などとなります。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は１億９２１万２６６円で、内訳は備考欄に

記載のとおり、徴収した保険料１億６０１万００７円と、歳入で申し上げた保険基

盤安定制度の３１９万２５９円です。

３款諸支出金は６万６８５円で、歳入で申し上げた保険料還付金６万６８５円となり

ます。

１１ページから１２ページをお願いします。以上等で、歳出合計は１億４４６万

１０７円となります。

なお、１３ページに決算実質収支に関する調書を記載しております。

以上で令和５年度後期高齢者医療事業特別会計決算の説明となります。よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第９６号議案の提案説明は終わりました。
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次に、第９７号議案、令和５年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件

について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９７号議案、令和５年度神河町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入におきましては、介護保険料２億１２６万６９５円、国庫支出金３億８０４

万０２０円、支払基金交付金は３億３４８万０００円など、歳入合計は１５億

８５２万５８７円となっております。

歳出におきましては、総務費で０９４万８１７円、保険給付費１３億５１６万

３９９円、地域支援事業費で０４０万７３８円など、歳出合計は１５億６４６万

２７９円となり、歳入歳出差引額は２０５万３０８円でございます。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、健康福祉課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

藤原健康福祉課長。

○健康福祉課長（藤原 栄太君） 健康福祉課、藤原でございます。第９７号議案の詳細

について御説明申し上げます。

特別会計決算説明資料の１３ページをお願いします。高齢者が可能な限り住み慣れた

地域で自立した日常生活を営むことができるよう、包括的に確保される地域包括ケアシ

ステムの構築を目標に、令和６年度から令和８年度の神河町高齢者福祉計画・第９期介

護保険事業計画を策定し、今後の人口減少や高齢化に伴う介護保険料やサービス費の負

担増が見込まれる中、月額保険料基準額を２００円に決定しております。

今後は、介護予防事業を促進し、独り暮らし高齢者や身寄りのない方への支援、認知

症高齢者を支える地域ネットワーク体制の整備を図っていきます。また、介護保険事業

所へ適切な事業所運営に努めてもらうよう、必要に応じて県と連携しながら実地調査・

指導監査を行ってまいります。

それでは、介護保険事業特別会計決算書の事項別明細書以下で説明させていただきま

す。決算書５ページを御覧ください。

歳入でございます。１款介護保険料、１節現年度分２億０８２万２９０円、徴収

率は９⒐７％で、６５歳以上の方の保険料でございます。２節滞納繰越分４３万４０

５円でございます。

２款分担金及び負担金５１５万０００円は、神崎郡介護認定審査会共同設置負担

金で、市川町から６８０万０００円、福崎町から８３４万０００円の負担をいただ

－９４－



いております。この負担割合は、認定者数割が５０％、審査件数割が５０％となってお

ります。

３款使用料及び手数料は、介護保険料に係る督促手数料１件１００円の８３件分、

３００円でございます。

４款１項１目介護給付費負担金２億６０４万６００円は、介護給付費に係る国の

負担分で、負担率は、在宅サービスに係る負担率は２０％、施設サービスに係る負担率

は１５％でございます。２項１目調整交付金２３６万０００円は、高齢化率などで

調整されて国から交付されています。神河町は⒍９％の交付率となっております。内訳

としまして、調整交付金が９４２万０００円、総合事業調整交付金が２９４万０

００円でございます。

続きまして、７ページをお願いします。２目地域支援事業交付金、介護予防事業分７

８９万６００円は、介護予防事業実施に係る国からの交付金でございます。３目地域支

援事業交付金、２目以外の事業分で、５５２万８２０円は地域包括支援センターの

運営費、認知症高齢者見守り事業、権利擁護事業、在宅医療・介護連携推進事業、生活

支援体制整備事業等に係る国からの交付金でございます。４目保険者機能強化推進交付

金１９９万０００円は、各市町が自立支援・重度化防止に向けた積極的な取組を行う

ことを支援する目的で交付されるものでございます。５目１節法改正対応システム改修

費補助金は１６０万円でございます。６目保険者努力支援交付金２６１万円は、介護予

防・健康づくり等に資する取組を行うことを支援する目的で交付されるもので、令和２

年度から創設された交付金です。７目介護保険災害等臨時特例補助金は、新型コロナウ

イルス感染症の影響により減収した介護保険料を補うための補助金で、令和５年度はご

ざいませんでした。

５款１項１目介護給付費交付金３億３１５万０００円でございます。

９ページをお願いいたします。２目地域支援事業交付金０３３万０００円で、こ

の支払基金交付金は、第２号被保険者４０歳から６４歳の方が医療保険と合わせて納め

ていただいた保険料で、社会保険診療報酬支払基金を通じて交付されるものでございま

す。

６款１項１目介護給付費負担金１億４９８万０００円、介護給付費に係る県の負

担分で、在宅サービスに係る負担率１⒉５％、施設サービスに係る負担率１⒎５％でご

ざいます。２項１目地域支援事業交付金、介護予防事業分４９３万６２５円でござい

ます。２目地域支援事業交付金、１目以外の事業分７７６万９０９円でございます。

３目訪問看護師・訪問介護員安全確保・離職防止対策事業補助金については、収入実績

はございません。

１１ページをお願いします。７款財産運用収入、１目利子及び配当金６万７２８円

は、介護給付費準備基金に生じた利子でございます。

８款繰入金、１目介護給付費繰入金１億５６４万９２４円は、介護給付費に係る
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町の負担相当分１⒉５％でございます。２目１節一般会計繰入金、職員給与費等繰入金

９７１万５４６円は、事務職員４名、介護認定訪問調査員２名の給与費相当分でご

ざいます。２節事務費繰入金３９６万３６６円は、郡の認定審査会に係る神河町負

担分７５３万０００円とその他事務繰入金６４２万３６６円でございます。３節

地域支援事業繰入金、介護予防事業分４５７万２３７円。４節、３節以外の事業分７

３８万２９０円。５節介護保険料軽減負担金繰入金１２１万２６０円でございま

す。介護保険料軽減対象者となる第１から第３段階の被保険者０４８名分となってお

ります。

１３ページをお願いします。９款１項１目繰越金４３６万６８３円は、前年度繰

越金でございます。

１０款１項１目第１号被保険者延滞金はございません。２項１目雑入５９６万００

４円、内訳は介護予防ケアプラン作成料５３１万７００円と他市町からの訪問調査受

託収入が２万０００円、介護予防事業参加費１１万０００円でございます。

以上、歳入合計は１５億８５２万５８７円でございます。

続きまして、１５ページをお願いします。歳出でございます。

１款１項１目資格業務管理費５２０万３３８円、資格及び保険料賦課業務の税務

課、健康福祉課職員２名分の人件費と法改正に伴うシステム改修委託料などの事務費で

ございます。２目サービス業務管理費３５０万９４９円は、健康福祉課職員２名分

の人件費と介護認定訪問調査員２名分の賃金、事務費でございます。

１７ページをお願いします。３目連合会負担金１０万４７０円でございます。２項

１目賦課徴収費４８万８１３円、賦課徴収等に係る事務費でございます。３項介護認

定審査会費３１７万６０５円、審査委員への報酬、費用弁償等と２名の会計年度任用

職員の賃金並びに認定審査に係るコンピューター保守点検委託料、神崎郡介護認定審査

会への職員給与分の繰出金などの事務費でございます。

１９ページをお願いします。４項訪問調査費３７９万６４２円、介護保険訪問調査

に係る事務費で、主なものは主治医意見書料でございます。５項運営協議会費４６７万

０００円、第９期介護保険事業計画策定支援委託料と第９期介護保険事業計画策定委

員会の１１名分の委員謝礼、介護保険事業運営協議会開催に伴う委員謝礼でございます。

２１ページをお願いします。２款１項１目介護サービス給付費等諸費１３億４１８

万５５７円で、前年度に比べ⒊６％増となっております。主なものは、居宅介護サー

ビス給付費３億３３６万１９２円、施設介護サービス給付費５億７７８万６９

７円、地域密着型介護サービス給付費２億２９５万３０８円でございます。２項そ

の他諸費９７万８４２円は、介護給付費審査支払手数料でございます。

２３ページをお願いします。３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業費１８

９万５９７円は、総合事業として要支援認定者及び事業対象者が利用する訪問介護相

当サービスや通所介護相当サービスの負担金が主な内容です。２目介護予防ケアマネジ
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メント事業費１７６万１６０円は、要支援認定者のケアプラン作成に係る国保連合会

へ支払う負担金でございます。２項１目一般介護予防事業費２９９万２１１円は、

職員１名分の人件費と介護予防事業の委託料などでございます。内容は、要介護状態に

なるおそれが高い状態にあると認められる６５歳以上の方を対象として介護予防を実施

する事業で、健康運動指導士や公立神崎総合病院リハビリテーション科、ケアステーシ

ョンかんざき等に講師を依頼し、一般介護予防教室、認知症予防教室、こつこつ貯筋教

室、地区巡回健康教室などを実施しております。

２５ページをお願いします。３項１目包括的・継続的ケアマネジメント事業費３９

３万０５４円は、地域包括支援センター職員２名分と会計年度任用職員ケアマネジャ

ー１名分の人件費と事務費でございます。

２７ページをお願いします。２目認知症高齢者見守り事業費１９６万４３０円は、

認知症タッチパネル検査によりハイリスク者を発見した場合、ナースボランティアによ

る認知症予防教室、民生委員ＯＢによるいきいき教室や地区巡回教室への参加案内をし

たり、その事業に係る看護師などのスタッフの委託料などでございます。３目権利擁護

事業費６３万９３４円は、地域見守りネットワーク会議に係る委員謝礼など、町が低所

得者に対する成年後見制度に係る申立てを行う費用、成年後見制度利用支援事業助成金

などでございます。４目住宅改修支援事業費は利用がございませんでした。５目在宅医

療・介護連携推進事業費３５６万９２０円は、平成３０年度から神崎郡医師会に委託

している神崎郡在宅医療・介護連携支援センター運営委託料と在宅医療・介護連携推進

協議会開催に係る会議出役委託料などでございます。

２９ページをお願いします。６目生活支援体制整備事業費８００万円については、社

会福祉協議会に委託しております生活支援コーディネーター委託料でございます。７目

認知症初期集中支援推進事業費５２３万５０５円は、地域包括支援センター職員１名

分の人件費が主なものでございます。８目地域ケア会議推進事業費３４万０００円は、

会議に出席をいただいた委員謝礼などでございます。４項１目審査支払手数料６万９

２７円は、総合事業の審査支払手数料でございます。

３１ページをお願いします。５款１項１目介護給付費準備基金積立金６万７２８円

は、介護保険給付費準備基金への積立金でございます。６款１項１目第１号被保険者保

険料還付金３万９６０円は、死亡等による保険料還付金で３件分でございます。２目

償還金９８５万６３７円は、過年度に係る国県負担金等の償還金でございます。

これらにより、歳出合計１５億６４６万２７９円でございます。

３３ページに決算実質収支に関する調書を掲載しています。

３４ページの介護保険の準備基金については、令和５年度に７万円を積み立て、決算

年度末には１億９２４万０００円を保有しております。

以上で詳細説明を終わります。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第９７号議案の提案説明は終わりました。

－９７－



ここで暫時休憩といたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午後０時０４分休憩

午後１時００分再開

○議長（澤田 俊一君） 会議を再開します。

次に、第９８号議案、令和５年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳出決算認定の件

について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９８号議案、令和５年度神河町土地開発事業特別会計歳入歳

出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、調定額、収入済額ともに７８０万９９８円でございます。歳出では、支

出済額が２９万３８９円でございます。実質収支におきましては、歳入歳出差引額が

７５０万６０９円で、実質収支額も同様となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、ひと・まち・みらい課長から御説明しますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

石橋ひと・まち・みらい課長。

○ひと・まち・みらい課長（石橋 啓明君） ひと・まち・みらい課、石橋でございます。

それでは、第９８号議案、令和５年度神河町土地開発事業特別会計の歳入歳出決算につ

きまして詳細を説明を申し上げます。

決算書、５ページ、６ページの事項別明細書を御覧いただきたいと思います。

歳入でございますが、第１款財産収入３５万２００円でございますが、内容につき

ましては、クラインガルテン、カクレ畑１８戸分の令和５年度の家賃収入から大川原区

及び大川原区１組の土地の使用分、それから、神河町の土地の使用分の合計を売払い収

入として受け入れたものでございます。なお、町の売払い収入分につきましては１２万

１１１円となっております。

次に、２款諸収入でございますが、カクレ畑分譲地の入居者負担金となっております

が、分譲地の売買に至らなかったということで、収入はございません。

３款繰越金でございます。前年度からの繰越金７４４万７９８円でございまして、

歳入合計が７８０万９９８円でございます。

次に、７ページ、８ページの歳出を御覧いただきたいと思います。１款土木費２９万

３８９円で、内容につきましては、１目宅地開発事業費、１０節需用費及び１１節役

務費で６万３００円の支出をしております。３目カクレ畑多自然居住推進事業費、２
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１節補償、補填及び賠償金２３万０８９円で、歳入でも御説明いたしました土地売払

い収入で受け入れました大川原区及び大川原区１組の土地売払い収入分をそれぞれお支

払いいたしております。

以上で、歳出合計は２９万３８９円でございます。

次に、９ページ、実質収支に関する調書ですが、歳入合計金額から歳出合計金額を差

し引きまして７５０万６０９円となっており、７５０万０００円というふうに

記載をさせていただいておりまして、実質収支額も同額となっております。

１０ページ、財産等に関する調書でございますが、令和５年度中の増減高はありませ

んでしたので、合計２万２１２平方メートルで増減はございません。

以上、令和５年度土地開発事業特別会計歳入歳出決算の詳細説明を終わらせていただ

きます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第９８号議案の提案説明は終わりました。

次に、第９９号議案、令和５年度神河町訪問看護事業特別会計歳入歳出決算認定の件

について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第９９号議案、令和５年度神河町訪問看護事業特別会計歳入歳

出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

訪問看護は中播磨地域の病院や開業医からの依頼は多く、姫路市香寺町から朝来市生

野町までをエリアとし、訪問看護、訪問リハビリなどを行っております。また、在宅医

療、在宅ケアの推進のため、地域医療の担い手として地域住民の皆様の要望に応えるべ

く、夜間の携帯電話への転送により、２４時間緊急連絡体制を取る対応も行っておりま

す。今年度の訪問看護ステーション利用者数は１９９人、訪問総回数は１万２１２

回、収入済額１億１８５万３１８円、支出済額は１億５５５万４７５円、歳入

歳出差引額は６２９万８４３円となりました。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。それでは、

第９９号議案の詳細説明を申し上げます。まず、事業内容、令和５年度の取組状況や今

後の課題等について御説明を申し上げますので、特別会計決算説明資料の２１ページを

お願いいたします。

かんざき訪問看護ステーションは、平成６年４月に事業を開始して以降、３０年間に
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わたり高齢者や末期のがん患者の在宅療養や御自宅でのみとりなど、２４時間３６５日、

自宅への訪問を行い、医療とケアの両方を提供をしております。当ステーションには看

護師の資格を持つ介護支援専門員を配置しており、医療依存度の高い方や終末期の方へ

早期訪問につなげるとともに、看護師以外に理学療法士、作業療法士、言語聴覚士も在

籍しておりますので、必要に応じてリハビリを提供することで日常生活を安全に行い、

実生活が少しでも豊かになるよう努めております。今後は、さらに高齢化率が大幅に上

昇する傾向にあることに加え、当地域の大部分が交通の便が悪い山間部であるため、高

齢化の上昇に伴う交通難民をはじめとする医療的孤立者の増加が懸念されております。

今後、増えゆく高齢者のニーズに応え、本人の意思の実現を中心に、どのような暮らし

を望まれるかについて医療介護サービスだけではなく、担えない暮らしの隅々まで支え

ることができるよう、本人、家族、担当する多職種で今後も検討を重ね、利用者に寄り

添うサービスを提供していかなければなりません。

それでは、詳細について事項別明細書で説明させていただきますので、決算書の５ペ

ージをお願いいたします。１款事業収入は１億９４９万８３２円、その内訳は、医療保

険収入が６２２万３２１円と、介護保険収入のサービス事業収入が８６４万１９

１円、居宅介護支援事業収入が、ケアプラン作成費として４６２万３２０円でござい

ます。

２款県支出金の社会福祉費補助金は、医療機関等原油価格・物価高騰対策支援補助金

１０万円でございます。

３款財産収入の利子及び配当金は、財政調整基金の利子、令和４年５月分から令和５

年４月分で２８６円。

４款繰入金の財政調整基金繰入金はゼロ円。

５款繰越金は０７０万４５５円。

６款諸収入、１項受託事業収入は、介護予防受託事業収入等で６０万５２５円、２

項雑入は、町有自動車損害保険受入金などで９５万２２０円でございます。

以上のとおりで、歳入合計は１億１８５万３１８円でございます。

次に、歳出です。９ページ、１０ページをお願いいたします。１款業務費は１億２

０５万１８９円で、人件費が主なものでございます。まず、１節報酬８０３万５

３６円は、会計年度任用職員である看護師４名、理学療法士１名、作業療法士１名、事

務員１名の計７名分でございます。２節給料６１５万１００円は、理学療法士、作

業療法士、看護師、事務員の正職員１０名分でございます。３節職員手当等４８６万

０５８円は、正職員の各種職員手当と会計年度任用職員の期末手当でございます。４

節共済費８７３万５２８円は、正職員及び会計年度任用職員の共済費等でございま

す。８節旅費は１２４万６４９円で、その内訳は、普通旅費２万１６５円と会計年

度任用職員費用弁償、通勤手当でございますが、１２１万４８４円でございます。１

０節需用費は訪問用の公用車の燃料代などで３４２万４９２円、１１節役務費は通話

－１００－



料などで２１０万０２３円、１２節委託料は訪問看護委託料などで２４８万９２９

円でございます。

１１ページ、１２ページをお願いいたします。１３節使用料及び賃借料はユニホーム

リース料などで１４７万７４９円、１７節備品購入費は公用車、軽自動車２台購入で

２７９万８４６円、１８節負担金、補助及び交付金は研修会負担金などで１１万３

８０円、２１節補償、補填及び賠償金は公用車事故賠償金で５６万３９９円、２６節

公課費は自動車重量税５万５００円でございます。

２款公債費はゼロ円。

３款基金積立金は、１００万円と歳入の財産収入の利子及び配当金の財政調整基金利

子２８６円を加算した１００万２８６円を積み立て、令和５年度末の基金現在額は５

８０万８４０円となっています。

４款諸支出金は、病院事業会計へ事務所賃借料相当額として２５０万円の繰り出しで

ございます。

以上のとおりで、歳出合計は１億５５５万４７５円となり、歳入歳出差引き６

２９万８４３円を次年度へ繰り越しいたします。

１３ページ、１４ページは決算実質収支に関する調書と財産等に関する調書をつけて

おりますので、御覧をいただきたいと思います。

以上で詳細説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第９９号議案の提案説明は終わりました。

次に、第１００号議案、令和５年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計歳入歳出決算

認定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１００号議案、令和５年度神河町産業廃棄物処理事業特別会

計歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、使用料及び手数料が５万２５５円、基金繰入金が１４８万０００円、

繰越金が６万６２５円などで、歳入合計は１６２万４７８円となっております。

歳出では、産業廃棄物処理事業費が１６１万８４６円、歳出合計も同額、歳入歳

出差引額は６３２円で、実質収支額も同様となっております。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

長井住民生活課長。

○住民生活課長（長井 千晴君） 住民生活課、長井でございます。それでは、第１００
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号議案の詳細説明を申し上げます。

まず最初に、特別会計決算説明資料の２６ページをお願いいたします。産業廃棄物処

理事業につきましては、現在の処分地の搬入容量が満杯となり、令和４年度より３か年

計画で造成仕上げ工事を実施する中で、受入れ場所を整備するとともに、搬入量１回当

たりおおむね１トン以内の小規模な瓦礫等の受入れに制限しました。それにより、当面

町内で発生する少量の瓦礫の受入れは可能となりましたが、使用料収入が大幅に減少し

たため、令和５年１０月から処分地の維持管理継続のため、使用料を１トン当たり６

５０円から３００円に改定いたしました。令和５年度は仕上げ工事の２年目でしたが、

担当課といたしまして工事の進捗状況の確認や現場の進捗管理が不備であり、３月末の

工期に間に合わないとの判断が早期にできず、３月定例会に繰越明許費の追加提案がで

きませんでした。専決処分の不承認といった結果を重く受け止め、今後より適正な事務

執行に努めてまいります。また、将来的な不燃物の処理方法、処理場所につきまして、

引き続き検討してまいります。

それでは、特別会計決算書により御説明いたしますので、歳入歳出決算事項別明細書

の５ページ、６ページをお願いいたします。

まず、歳入ですが、主なものの収入済額を説明いたします。１款使用料及び手数料は

５万２５５円で、不燃物の合計２⒊４トンの処分地使用料でございます。

２款財産収入１万５９８円は、財政調整基金の利子となります。

３款繰入金１４８万０００円は、産廃処理事業財政調整基金からの繰入金５０

８万０００円と、繰越明許費の財政調整基金繰入金６４０万円です。

４款繰越金６万６２５円は前年度繰越金でございます。

以上、歳入合計が１６２万４７８円でございます。

続きまして、歳出ですが、事項別明細書７ページ、８ページを御覧ください。１款産

業廃棄物処理事業費は１６１万８４６円で、主なものとしまして、１２節委託料は

１６６万９０３円で、内訳を備考欄に記載しておりますが、施設管理業務委託料を地

元鍛治区、大河区へ計９４万円、処分場の表流水と地下水の水質検査の委託料３５万

０００円、管理業務委託料は、処分場及び周辺の除草作業委託で１５万３０３円、地

中温度及びガス分析委託料で２１万６００円でございます。１４節工事請負費は処分

地の整備工事で３４７万０００円と、繰越明許費が６３９万３００円でござい

ます。２４節積立金１万５９８円は、財政調整基金への積立てとなります。

以上で、歳出合計が１６１万８４６円でございます。

なお、次の９ページに決算実質収支に関する調書を、１０ページに財産等に関する調

書を記載しております。令和５年度末現在の産業廃棄物処理事業財政調整基金残高は

８２３万０００円となっております。

令和５年度産業廃棄物処理事業特別会計決算の説明は以上となります。よろしく御審

議をお願いいたします。
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○議長（澤田 俊一君） 以上で第１００号議案の提案説明は終わりました。

次に、第１０１号議案、令和５年度神河町寺前地区振興基金特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０１号議案、令和５年度神河町寺前地区振興基金特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、基金繰入金７３７万８２５円、財産収入１０８万１１０円、歳出で

は、一般管理費１４万７３３円、基金積立金１０８万１１０円、地域振興費で集落

運営諸経費助成金７２２万０９２円であり、歳入歳出合計ともに８４６万９３

５円となり、歳入歳出差引額はゼロ円で、実質収支額も同額でございます。また、寺前

地区振興基金の決算年度末現在高は５億４７５万４２２円でございます。

以上が決算の概要でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第１０１号議案の提案説明は終わりました。

次に、第１０２号議案、令和５年度神河町長谷地区振興基金特別会計歳入歳出決算認

定の件について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０２号議案、令和５年度神河町長谷地区振興基金特別会計

歳入歳出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見

書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、基金繰入金６４０万７１７円、財産収入５万６６９円、歳出では、一

般管理費５万７１７円、基金積立金５万６６９円、地域振興費で長谷ふれあいマー

ケット運営費補助金３００万円、一般会計繰出金３３５万円であり、歳入歳出合計とも

に６４５万３８６円となり、歳入歳出差引額はゼロ円で、実質収支額も同額でござい

ます。また、長谷地区振興基金の決算年度末現在高は１億４８１万２７０円でございま

す。

以上が決算の概要でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第１０２号議案の提案説明は終わりました。

次に、第１０３号議案、令和５年度神河町浄化槽事業特別会計歳入歳出決算認定の件

について、提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０３号議案、令和５年度神河町浄化槽事業特別会計歳入歳

出決算認定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定に基づきまして、監査委員の審査意見
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書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

歳入では、保守管理受託料５８８万３２１円、一般会計からの繰入金１２４万

０００円など、歳入合計は７２９万７２１円となっております。

歳出の主立ったものでは、浄化槽の修繕費で２４０万５４９円、浄化槽の管理委託

で５５９万０３８円、新規の設置補助で５８万円となっていまして、歳出合計は

１３９万７４７円となっております。歳入歳出の差引残額は５９０万９７４円で、

この金額は令和６年度から浄化槽事業特別会計を下水道事業会計に編入することから、

３月３１日で打切り決算とし、全額下水道事業会計に移しております。

以上が決算の概要でございます。詳細につきましては、上下水道課長から御説明いた

しますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。それでは、第１０３

号議案の詳細説明を申し上げます。

まず、特別会計決算説明資料の３３ページをお願いいたします。浄化槽事業は、生活

排水による公共用水域の水質汚濁の防止を図るため、当町では平成３年度より下水道区

域外において浄化槽処理促進区域を指定し、浄化槽の適正な設置及び維持管理等に取り

組んでおります。

令和５年度は５２９基の浄化槽の維持管理を適正に行い、健全な状態を保てるように

努めました。また、老朽化による更新を６基、新しく設置された浄化槽への補助を１件

行いました。料金の徴収率は現年度分で９⒏７８％、過年度分が５⒈０７％で、ほぼ例

年どおりの高い徴収率となっております。また、特別会計から下水道事業会計へ編入す

るための条例整備を行いました。今後の課題としましては、今後１０年間で約９０％、

４８０基の浄化槽が耐用年数の３０年を迎えます。計画的に更新工事を実施していく必

要がありますが、国、県の補助率も低く、企業会計を圧迫することが予測されます。ま

た、浄化槽の更新工事は専門性が高いため、専門職員の確保、また、育成が必要となり

ます。今後も住民の皆様の衛生的な生活環境を守るため、持続可能な浄化槽システムを

つくり上げていきたいと思っております。

それでは、浄化槽事業特別会計決算書によりまして説明をさせていただきますが、そ

の前に、当特別会計は令和６年度から企業会計になるということで、通常であれば５月

末までの出納整理期間を設け事業の執行を行いますが、３月３１日をもって打切り決算

とし、未収、未払金は全て下水道事業会計のほうに移しております。

それでは、歳入歳出決算事項別明細書５ページ、６ページをお願いいたします。決算

の内容としましては、歳入で１款１項１目衛生使用料として６７０万０００円、こ

れは、管理受託をしております５２９基の使用料を下水道使用料と同じ算出方法で徴収

をさせていただいております。
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２款１項１目衛生費国庫補助金は、循環型社会形成推進交付金として、市町設置型６

基に係る更新工事と、個人設置型１基の新設補助に係る分でございますが、未収金とし

て下水道事業会計に引き継いでおります。

３款１項１目の衛生費県補助金は国庫補助に係る県の随伴補助でございまして、新・

生活排水フォローアップ作戦事業で、事業費の⒈５％が補助金でございます。これも未

収金で引継ぎを行っております。４款１項１目一般会計繰入金は、予算額どおり一般会

計からの繰入れをしていただいております。

次に、歳出でございます。７ページ、８ページをお願いいたします。主立ったものと

しましては、浄化槽の修繕費で２４０万５４９円、これは殺虫プレートの交換とブロ

ア等の修繕でございます。浄化槽の管理委託料が５５９万０３８円、浄化槽設置補

助金５８万円等でございます。未払金としましては、浄化槽の更新工事８９６万０５

０円、浄化槽の上下期の維持管理委託料としまして１０４万８０５円、浄化槽使用

者への電気代、水道代分の補助金が７７７万１８０円等を下水道事業会計に引継ぎを

し支出をしております。引継ぎをしました未収、未払金については、下水道事業の令和

６年度の決算において注記の中で記載をさせていただき、報告をすることとなります。

９ページに決算実質収支に関する調書、それと１０ページに財産等に関する調書をつ

けておりますので、御確認をお願いいたします。

以上が内容説明でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

すみません、訂正をさせていただきたいと思います。使用料の収入額でございます。

私のほうが先ほど６７０万０００円と申しましたけども、５８８万３２１円で

ございます。予算額を言ってしまっていました。決算額は５８８万３２１円でござ

います。申し訳ございませんでした。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第１０３号議案の提案説明は終わりました。

次に、第１０４号議案、令和５年度神河町水道事業会計決算認定の件について、提出

者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０４号議案、令和５年度神河町水道事業会計決算認定の件

について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

決算書の１０ページをお願いいたします。令和５年度は、昨年度より実施している水

道施設再編推進事業、山田第１配水池の更新工事が完了しました。また、中村第２配水

池についても実施設計を開始しており、令和７年度まで事業を継続していきます。また、

水道管路緊急改善事業では、粟賀町、福本及び中村地内の一部の水道管の布設替え工事

を実施し、安全安心のライフラインづくりの強化を図りました。

経営面においては、経営健全化に向けた経費の節減に取り組み、給水停止、支払督促
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申立て等による未納料金の収納強化にも努めました。

運営面では、有収率の向上のため漏水調査を行い、漏水修繕工事については可能な限

り直営工事とし、コスト縮減を図ったほか、最近、水道水の水質で問題となっています

ＰＦＡＳについての水質検査を実施し、いずれの項目も基準値以下となっていることを

確認しています。また、市川町と水道資材等の共同発注を行い、経費削減を図りました。

経営状況では、収益的収支の事業収益は３億９５０万０００円、事業費用は４億

２２万０００円で、収支では経常利益０４４万０００円、特別損失１１６万

０００円を差し引き、当年度純損失は０７１万０００円となりました。決算額が赤

字となっていますのは、山田第１配水池の更新工事を行ったため固定資産除却に伴う損

失が計上されたためでございます。

資本的収支では、資本的収入は２億３００万円で、資本的支出は４億６４２万

０００円で、うち建設改良費２億４０３万０００円、企業債償還金１億２３９万

円となり、収支不足額１億９９５万４２３円、この額は税込みの金額でございます

が、当年度消費税資本的収支調整額９５２万１９０円、過年度分損益勘定留保資金１

億０４３万２３３円で補填いたしました。

以上が決算の概要でございます。詳細につきましては、上下水道課長から御説明いた

しますので、よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課の谷綛でございます。それでは、第１０４

号議案について詳細を説明させていただきます。

まず、１ページをお願いいたします。決算報告書で３条予算の収益的収入及び支出で、

収入の第１款水道事業収益の決算額は４億５９２万３６８円でございます。これは、

先ほど町長が説明しました金額の税込みの金額でございます。支出の第１款水道事業費

用の決算額は４億６７８万８８２円となりました。税込みでございます。

２ページをお願いをいたします。資本的収入及び支出で、収入の第１款資本的収入の

決算額は２億３００万円、支出の第１款資本的支出の決算額は４億２９５万４２

３円。資本的収入が資本的支出額に不足する額１億９９５万４２３円は、過年度損

益勘定留保資金等で補填をしております。

３ページをお願いいたします。損益計算書でございます。こちらは消費税抜きの金額

でございます。営業収益は２億７０１万３７１円、営業費用が３億２０６万４

８９円、差引き１億５０５万１１８円の営業損失となっております。営業外収益は１

億２４９万８９６円、営業外費用としましては６９９万８８６円、したがいまし

て、経常利益は０４４万８９２円となってございます。特別利益はございません、

ゼロ円です。特別損失が１１６万０６０円でございます。これは町長説明でも申し

上げましたが、山田第１配水池の更新により前の資産を除却をしておりますので、大き
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な金額となってございます。したがいまして、当年度は純損失となり、金額は０７１

万１６８円の赤字決算となっていますが、経常的な赤字ではございません。単発的な

要因によるもので、今後の運営に大きな影響があることではございません。

前年度繰越利益剰余金が３億２０８万６１３円でございましたので、当年度未処分

利益剰余金は３億１３６万４４５円となってございます。

４ページには剰余金計算書をつけてございます。確認をお願いしたいと思います。

次に、５ページ、６ページをお願いいたします。貸借対照表でございます。５ページ

の資産の部で、固定資産合計額は４３億１９３万６６９円、流動資産の合計は５億２

８５万４４２円で、資産合計は４８億４７８万１１１円となってございます。負債

の部は、固定負債の企業債が２３億５０６万５６５円、流動負債合計は３億１１

５万６０１円でございます。繰延収益では、前期前受金が３２億３１９万９３１

円で、長期前受金収益化累計額はマイナスの２０億５２２万８１１円、繰延収益合

計額は１２億７９７万１２０円となり、負債合計額は３９億４１８万２８６円

となっております。

次に、資本の部は、資本金合計が４億３７４万５０１円。剰余金では、工事負担

金が５４８万８７９円で、利益剰余金の当年度未処分利益剰余金が３億１３６万

４４５円となっており、剰余金合計は３億６８５万３２４円、資本合計は８億０

５９万８２５円で、負債資本合計は、資産合計と同額の４８億４７８万１１１円で

ございます。

７ページを御覧ください。キャッシュフロー計算書でございます。まず、業務活動に

よるキャッシュフローはプラスの１億４６７万９２９円でございます。次に、投資

活動によるキャッシュフローはマイナスの１億４３０万４０４円、次に、財務活動

によるキャッシュフローはプラスの３４０万９５８円となってございます。業務活

動のキャッシュフローがプラス、投資活動がマイナス、財務活動がプラスとなってござ

いますので、健全経営ではございますが、将来の返済負担が多くなると予測されます。

資金の増減額は３７８万４８３円、資金の期首の残高が３億１４０万２０６円で

ございましたので、資金の期末残高としましては４億５１８万６８９円となってご

ざいます。

８ページ、９ページは注記表でございます。重要事項の説明を記載しておりますので、

御確認をお願いをいたします。

次は、決算附属書類でございます。１０ページは、先ほど町長が説明をしましたので、

省略をさせていただきます。

次に、１１ページをお願いいたします。経営指標について御説明をさせていただきま

す。

まず、経常収支比率でございますが、これは経常費用、つまり営業費用と営業外費用

が経常収益、つまり営業収益と営業外収益によってどの程度賄われているかを示す指標
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でございまして、この比率が１００％未満である場合、収益で費用を賄えず、経常損失

が生じていることを意味をしますが、今年度も少しではありますが、１００％を超え、

１０⒏４８％でございますので、健全な経営ができていることが分かります。

次の料金回収率ですが、これは給水に係る費用がどの程度給水収益で賄えているのか

を示した指標でございまして、１００％を切っていますので、７⒏８４％の残り約２１

％を一般会計からの繰入金で賄っているというところでございます。

次は、有形固定資産減価償却率ですが、これは有形固定資産のうち償却対象資産の減

価償却がどの程度進んでいるかを示す指標で、資産の老朽化度合いを示しております。

一般的に数値が高いほど法定耐用年数に近い資産が多いことを示しており、当町では５

⒍０２％となっておりまして、全国平均の５９９と比べましても若干高い数値となっ

ておりまして、資産の老朽化が大きな問題となってきております。

次の管路経年劣化率は法定耐用年数を超えた管路延長の割合を示す指標で、管路の老

朽化度合いを示しております。当町は５⒉７６％となっていまして、約２２０キロある

管路の約半数が耐用年数を超えていまして、更新工事を平成３０年度から積極的に行っ

ておりますが、財政的にも、また人的にも限度がありますので、漏水が多く発生してい

る管路、また、ＡＩ診断で危険度の高いランクのものから更新を行っている状況でござ

います。

最後に、管路更新率ですが、当該年度における更新率でございまして、３％と低い

数字になってしまっていますが、配水池の更新工事が大きなウエートを占めましたので、

管路更新を少し抑えている現状でございますので、このような結果でございます。

１２ページ、１３ページをお願いいたします。２の工事につきましては、主要な工事

を記載しております。全部で６件となってございます。

３の業務量では、給水人口が昨年度より２６７人減っております。それに伴い配水量、

給水量も減ってきております。有収率は６⒈６１％で、令和４年度が６⒈２０％でした

ので、前年度よりも４１ポイント増となりましたが、依然低い状態でございまして、

管路の改修工事を進め、漏水調査も実施していますが、町内全域で老朽化が進み、改修

が追いついていない現状でございます。人口減、また、節水意識の浸透によりまして、

確実に営業収益は減ってきております。持続可能な水道事業とするため、さらなる経営

戦略を進めていく必要がございます。

１４ページをお願いいたします。重要契約の要旨を記載しております。確認をお願い

いたします。

次に、企業債及び一時借入金の概要でございますが、企業債の前年度末の残高が２４

億６８０万３４３円で、本年度借入額は１億５８０万、本年度償還高が１億２３

９万４２円の償還によりまして、本年度末の残高は２５億０２１万３０１円となりま

した。

次に、１６ページの収益費用明細書を御覧ください。主立ったものを説明をいたしま
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す。１項１目１節の水道使用料は２億４７４万４９０円で、内容は基本料金、超過

料金とメーター使用料でございます。続いて、２項２目１節は一般会計からの補助金

８４３万０００円で、高料金対策と企業債元利償還補てんとして繰入れをしてござい

ます。３目１節長期前受金戻入は３９９万４０９円で、国県補助金、工事負担金、

受贈財産の評価額を収益化をしております。

次に、１８ページの支出でございます。１項１目の原水及び浄水費で３７０万９

８５円は、１２か所の浄水場に係る経費でございます。次に、２目の配水及び給水費で

４０９万３００円、これは配水池や配水管等に係るものでございます。

次に、１９ページ、２０ページをお願いいたします。４目の総係費が２３１万１

３９円で、職員５名の人件費と事務費が主なものでございます。次に、５目の減価償却

費は２億７７０万５５１円で、建物、構築物等の減価償却費として、現金支出を伴

わない営業費用となってございます。

次に、２１ページで、２項の営業外費用が６９９万８８６円で、うち企業債借入償

還利子で６５０万２３６円となってございます。３項の特別損失は１１６万０

６０円で、うち０９６万４００円が山田第１配水池の除却に伴う特別損失でござい

ます。

次に、２２ページで、資本的収入及び支出でございます。まず、資本的収入について

は、企業債で１億５８０万円、国庫補助金で水道施設再編推進事業及び水道管路緊急

改善事業として７２０万円の収入がございました。

次に、２３ページの資本的支出では、１款１項１目の事務費で、事業費に係る職員給

料等を計上してございます。総額で８７５万８７４円でございます。２目施設費で主

なものとしましては、１節の委託料で実施設計、施工管理等業務費用で２２３万８

１９円でございます。２節の工事請負費で、山田第１配水池更新工事及び水道管路改善

工事等で２億７４２万４８５円でございます。

２４ページの３目固定資産購入費で、１節車両運搬具で軽ダンプ１台の購入をしてお

ります。１７０万１３３円でございます。２節工具・器具及び備品で、ノイズカット

の漏水探知機１台の購入をしております。７８万円でございます。３節その他購入費で、

公営企業会計システムの導入費としまして３１３万７００円としてございます。

２４ページをお願いいたします。２項企業債償還金で、借入償還元金として１億２

３９万４２円を支出してございます。

２５ページをお願いいたします。固定資産明細書、有形固定資産分でございます。表

の右下の年度末償還未済額は４２億８７９万９６９円となっております。内訳につ

いては、御確認をお願いしたいと思います。

２６ページは、固定資産明細書、無形固定資産分でございます。令和５年度で会計シ

ステムの更新を行いましたので、新しく追加となっております。下水道事業と折半で計

上をしてございます。
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２７ページから２９ページは企業債明細表で、１４ページの説明の内訳でございます。

確認をお願いしたいと思います。

参考資料としまして、補填財源明細書、それから、固定資産減価償却明細書、経営分

析書を添付をさせていただいております。また、決算説明資料として、決算状況につい

ての事業内容、効果、成果、それから問題点、今後の課題を記載させていただいており

ます。そのほか、神河町水道事業の主な指標、利用状況別使用件数、使用量、使用料金

のそれぞれの調書、それから配水区別収支決算状況、職員給与費に関する調書、繰入金

の状況、損益計算書と貸借対照表及び業務量、補填財源の推移の年度別の比較表を提出

しておりますので、御確認いただきたいと思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第１０４号議案の提案説明は終わりました。

次に、第１０５号議案、令和５年度神河町下水道事業会計決算認定の件について、提

出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０５号議案、令和５年度神河町下水道事業会計決算認定の

件について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して、議会の認定を求めるものでございます。

決算書の１１ページをお願いいたします。当町の下水道事業は全町で生活排水処理施

設が整備されており、水洗化率は９⒏８９％と高い数字で、住民の皆様に快適な生活環

境を提供しております。今年度は神崎第１処理区の一部を大山処理区へ統合する管路接

続工事、本村処理場の機能強化対策工事に係る実施設計業務の委託を行いました。また、

各処理場の臭いを緩和するべく中和消臭器整備工事を行っています。経営面では、財政

シミュレーションを行い、定期預金より有利な利率で運用できる短期の有価証券を購入

し、資金運用を始めました。下水道事業を将来にわたり継続するため、経営の健全化・

安定化に向けた取組を継続し実施しております。

経営状況では、収益的収支の事業収益が５億５３９万０００円、事業費用は５億

６７８万０００円で、収支では当年度純利益８６１万０００円となりました。

資本的収支では、資本的収入は２億８３４万０００円、資本的支出は５億７６

９万０００円で、うち建設改良費は０２１万０００円、企業債償還金は４億７

４８万０００円、その他資本的支出０００万円となり、収入不足額２億４７４万

６８７円、この額は税込みの金額でございますが、当年度消費税資本的収支調整額３

０２万９６０円、過年度分損益勘定留保資金２億１７２万７２７円で補填いたしま

した。

以上が決算の概要でございます。

詳細につきましては、上下水道課長から御説明いたしますので、よろしく御審議をお
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願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

谷綛上下水道課長。

○上下水道課長（谷綛 和人君） 上下水道課、谷綛でございます。それでは、第１０５

号議案について説明をさせていただきます。

決算書１ページをお願いいたします。収益的収入及び支出で、収入では、第１款下水

道事業収益の決算額は６億３２０万９５２円でございます。支出では、第１款下水

道事業費用の決算額は５億１５７万１５１円となってございます。

２ページをお願いいたします。資本的収入及び支出で、収入は、第１款資本的収入の

決算額は２億８３４万０００円でございます。支出は、第１款資本的支出の決算額

は５億３０８万６８７円、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億４７４

万６８７円は、過年度損益勘定留保資金等で補填をしております。

３ページをお願いいたします。損益計算書でございます。営業収益は４億９３６万

８３３円、営業費用は４億４３８万６７５円で、差し引き後の営業損失は５０

１万８４２円でございます。営業外収益は１億６０３万９４４円、営業外費用は

２２９万３６１円でございます。営業収支と営業外収支を合わせますと８７２万

７４１円の経常利益となりまして、特別損失が１１万９００円でございましたので、

当年度純利益は８６１万８４１円となってございます。前年度繰越欠損金が８億

７８２万８５９円でございましたので、当年度末の未処理欠損金は７億９２１万

０１８円となってございます。

４ページは、剰余金の計算書と欠損金処理計算書でございます。御確認をお願いをい

たします。

次に、５ページから７ページ、貸借対照表を御確認ください。５ページ、資産の部と

して、固定資産合計額は８９億７００万５３６円、流動資産合計は６億３２４万１

１円で、資産合計は９５億０２４万５４７円でございます。

６ページを御覧ください。負債の部の固定負債は３３億９２９万５２０円となって

おります。流動負債合計は５億３２０万８６８円でございます。繰延収益合計は３

２億８８１万１７４円で、負債合計は７０億１３０万５６２円となってござい

ます。

次に、資本の部でございます。資本金合計は３０億５３５万３５７円、資本剰余

金合計は１億２７９万６４６円、ページを送っていただきまして、利益剰余金合計

はマイナスの７億９２１万０１８円、資本合計は２４億８９３万９８５円、負

債資本合計は資産合計と同額の９５億０２４万５４７円でございます。

８ページをお願いいたします。キャッシュフロー計算書でございます。業務活動によ

るキャッシュフローはプラスの２億１１０万６３３円、投資活動によるキャッシュ

フローはマイナスの６４３万６３４円、財務活動によるキャッシュフローはマイナ
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スの２億５２１万９８６円となってございます。業務活動がプラス、投資活動と財務

活動がマイナスとなっていますので、健全な経営状態であると言えると思います。資金

の増減額は０５４万９８７円の減でございまして、資金期首残高が６億６０１万

８２３円でございましたので、資金の期末残高は６億５４７万８３６円となってご

ざいます。

９ページ、１０ページは注記表でございます。この注記表は、決算書で分かりにくい

もの、重要なものとしてそれぞれ記載をしております。特に、今年度初めて有価証券の

購入をしておりますので、その部分について、満期保有目的の債券であること、それか

ら、償却原価法で毎期利息計上を定額で行うことを記載しております。確認をお願いを

いたします。

決算附属書類の１１ページは、町長が説明をしましたので省略をさせていただきます。

次に、１２ページをお願いいたします。経営指標について説明をさせていただきます。

下水道事業は、特定環境保全公共下水道事業、それと農業集落排水事業、コミュニティ

プラント整備事業の３つのセグメントごとの経営指標としておりまして、経常収支比率

は全て１００％を上回り健全と言えます。経費回収率は、コミュニティプラント整備事

業で効率が悪く、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業では効率よく運用が

できていることが分かります。処理場の統廃合を進め、効率のよい運営に努めていきた

いと思っております。

有形固定資産減価償却率は約５０％となっていまして、機器の更新は行っております

が、建物、それから処理槽などが経年しておりまして、近年では耐震化、耐水化を国は

進めるように指導してきております。管渠の老朽化率は０％ですが、地域によっては、

大雨が降ると不明水が管路に入ってきていますので、不明水調査を行い、管路の健全化

に努めていきます。

１３ページをお願いいたします。２．工事、建設改良工事の概況でございますが、全

部で４件となってございます。

次に、１４ページを御覧ください。業務量ですが、年間処理水量は１１７万５５０

立方メートル、有収水量は約９２万立方メートル、有収率は７⒏６％であります。不明

水の浸入、それから井戸水のみの水量が影響をしていると思われます。

中段の事業収入に関する事項でございますが、後の収益費用明細書で説明をいたしま

すが、営業収益が増えていますのは、一般会計からの繰入金が増となったことによるも

ので、料金の収入は減っております。水道事業と同じ原因でございますが、人口減によ

る水道使用量が減となっていることによります。

１５ページをお願いいたします。重要契約の要旨ですが、１０件ございます。確認を

お願いいたします。⑵のイ、企業債については、本年度末残高は３７億４４２万２

６２円となってございます。

次に、１６ページをお願いいたします。収益費用明細書でございます。主なものにつ
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いて説明をさせていただきます。１項１目１節の下水道使用料は、基本料金と使用料金

を合わせまして１億７１７万９００円でございます。２目他会計負担金の２億１

２０万３３３円は、人件費、減価償却費の補填補助金として一般会計からの繰入れを

しております。内容については、別ファイルの神河町事業会計決算説明資料３１ページ

を確認していただきたいと思います。

続いて、２項営業外収益で主なものは、１目受取利息及び配当金で、有価証券の利息

３万５００円を収入しております。これは、年利２１％の上半期分でございまして、

１２月と６月に利息を受けることになります。２目他会計補助金として、一般会計から

の補助金が０９８万６６７円で、これは企業債利息償還の補助金として補助をして

いただいております。３目長期前受金戻入は１億４９２万３４５円となってござい

ます。

次に、１７ページの支出でございます。１項１目管渠費が８０９万５０５円で、

これは下水道本管、マンホールポンプ等の維持管理に係る費用でございます。２目処理

場費が１５２万９１３円で、町内１０か所の処理場に係る経費でございます。

１８ページの３目総係費は４３６万５５３円で、職員４名の人件費、事務経費に

係るものでございます。

１９ページの４目減価償却費は３億０３９万７０４円でございます。

２０ページの２項営業外費用で主なものとしましては、企業債償還利息が０９８万

７５４円となってございます。３項特別損失が１１万９００円でございまして、過

年度の下水道使用料の減免還付金２１件分でございます。

次に、２１ページをお願いいたします。資本的収入及び支出で、まず、収入でござい

ます。１款１項１目企業債で、建設改良企業債が９６０万円、それと資本費平準化債

が２億１２０万円でございます。２項１目１節の国庫補助金は、社会資本整備総合交付

金で５００万円、農山漁村地域整備交付金で１０６万０００円、３項１目１節一般

会計出資金は１４７万０００円となってございます。

２２ページを御覧ください。１款１項１目事務費は、職員１名分の給料等でございま

す。同じく２目１節委託料で、大山処理区・神崎第１処理区管路接続工事に係る施工監

理業務で３８６万０００円、本村処理場の機能強化対策工事の実施設計業務で１９４

万円を執行をしております。２節の工事請負費は、大山処理区・神崎第１処理区管路接

続工事で１７８万円、そのほか、中和消臭器の整備で２７９万円の執行でございます。

３目固定資産購入費３１３万７００円は、公営企業会計システムの導入費でございま

す。水道事業と折半をしております。

次に、２３ページをお願いいたします。２項１目の企業債償還金は４億７４８万

９８６円の償還を行っております。３項１目の投資は、有価証券、兵庫県ＳＤＧｓ債の

購入で０００万円でございます。

２４ページをお願いいたします。固定資産明細書、有形固定資産分でございます。表
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の右下の年度末償還未済額は８８億３８６万８３６円となってございます。

２５ページは、固定資産明細書、無形固定資産分と投資、その他の資産を計上をして

おります。ソフトウエアは企業会計のシステムでございます。

次に、２６ページから３４ページにかけて、企業債明細表でございます。３４ページ

下中央の未償還残高は３７億４４２万２６２円となってございます。

３５ページ以降は、参考資料として補填財源の明細書、それから固定資産減価償却の

明細書、経営分析書を添付をさせていただいております。御確認をお願いをいたします。

また、その他別ファイルで、決算説明資料の２０ページ以降に、決算状況についての事

業内容、効果、成果、それから問題点、今後の課題を記載させていただいております。

そのほか、下水道事業の主な指標、水洗化率の集計表、事業別収支決算状況、職員給与

費に係る調べ、年度別の損益計算書、貸借対照表、業務量、補填財源、一般会計繰入金

の説明資料等を提出していますので、御確認をいただけたらと思います。

以上で詳細説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い

いたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第１０５号議案の提案説明は終わりました。

ここで暫時休憩といたします。再開を１４時３０分とします。

午後２時２０分休憩

午後２時３０分再開

○議長（澤田 俊一君） 会議を再開します。

次に、第１０６号議案、令和５年度公立神崎総合病院事業会計決算認定の件について、

提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１０６号議案、令和５年度公立神崎総合病院事業会計決算認

定の件について御説明申し上げます。

本議案は、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づきまして、監査委員の審査意

見書を付して議会の認定を求めるものでございます。令和５年度の状況について、私か

らは、決算説明資料の３３ページに掲載しています成果や問題点等、概略を説明させて

いただきたく存じますので、そちらのほうを御覧ください。

まず、冒頭の総括的な事項等でございます。令和２年初旬から猛威を振るいました新

型コロナウイルス感染症は、令和５年５月８日に感染症法上の２類相当から５類に引き

下げられ、この間、実施されてきた特例措置の多くが解除され、医療体制もコロナ前に

戻った令和５年度でありましたが、次の２つの施策を重点的に推進しました。

１つ目は、診療体制の維持のために必要不可欠な医療従事者の確保でございます。医

療従事者の中でも特に医師確保が困難な状況が続いていますが、独自策として、７月に

県立病院の救急科、外科、緩和ケア内科での勤務経験がある総合診療医を１名採用しま
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した。しかしながら、８月末に５０歳代前半の内科医１名の退職があり、思い描く医師

確保には至っていません。そのような状況の中、定年退職を迎えた医師を引き続き会計

年度任用職員として任用し、医師確保に努めるとともに、県養成医や神戸大学、大阪医

科薬科大学等へ引き続き派遣要請を行い、医師確保に努めました。

２つ目は、経営改善対策の取組です。今日までの取組により明らかになった課題を中

長期、短期課題として整理、議論し、取組可能な項目から随時改善策を講じるとともに、

令和４年度には、当院の現状や今後の在り方などについて諮問すべく、神戸大学医学部

附属病院長を委員長として、外部委員７人で構成する神河町病院改革委員会を立ち上げ

ました。令和５年度においても、それらの取組を継続、推進するとともに、病院経営コ

ンサルタント支援も活用し、当院独自の経営改善計画と総務省の指針に基づく経営強化

プランを策定し、永続的に病院運営できるよう基本戦略等を定め、今後、その取組を推

進していくこととしています。

次に、経営状況について御説明します。経営の健全性を示す指標として用いる経常収

支比率ですが、令和３年度は１０⒋８％、令和４年度は１０⒐２％と、経常収益が経常

費用を上回る状況でしたが、令和５年度は前年度比１⒋３ポイント減の９⒋９％となり、

経常費用が経常収益を上回る結果となりました。これは、前年度と比較して、入院及び

外来収益が１億５２１万０００円、新型コロナウイルス補助金が２億３８６万

０００円、町繰入金が２３８万０００円それぞれ減額となり、経常収益が大きく収

益減となった一方で、経常費用が横ばいであったことが大きな要因です。また、医業収

益から町の繰入金を差し引いた修正医療収支比率は、前年度比⒌９ポイント減の８⒊０

％となりました。

次に、収益的収支について、項目ごとに少し説明をさせていただきます。

令和５年度の収益的収支の状況は１億０２４万０００円の赤字でございました。

医業収益は、前年度に比べ１億３１７万０００円、⒌６％の減少、２９億５３９

万０００円となりました。減収の主な要因は、入院及び外来患者数の減少と、５月に

新型コロナ感染症が感染症法上５類に移行したことに伴い、診療報酬上の新型コロナ対

応加算など、診療報酬単価の減額によるものでございます。医業外収益は、新型コロナ

防止法等対策や物価高騰対策に係る交付金といった町からの繰入金が減ったことや、新

型コロナに係る国県補助金が９月末で打ち切りされたことなどにより、前年度に比べ２

億４３９万０００円、率にして４⒐５％減少し、２億０６３万０００円となり

ました。特別利益は、過年度に発生した医療事故保険金の受入れと、過年度損益修正益

として１２７万０００円を計上しました。医業費用は、前年度に比べ１６０万

０００円、率にして７％増加し、３２億１０１万０００円でした。給与費は、人

事院勧告に基づく給料のベースアップなどにより、前年度に比べ⒉５％増加し、医業収

益に対する給与費比率は７⒊２％となり、昨年度より⒌８ポイント増加しました。その

他、科目ごとに前年度と比較すると、材料費は、患者数の減少等により⒏９％減少、経
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費は、経営強化プラン等策定業務、職員紹介業務など、委託料等の増額により⒌５％増

加、減価償却費は、器械備品分等で⒌０％の減少、資産減耗費は５⒏４％減少となりま

した。医業外費用は、控除対象外消費税額増加の影響により、前年度に比べ⒉２％増の

１億８１０万０００円となりました。特別損失は、過年度に発生した医療事故示談

金の支払いと過年度損益修正損として８４２万０００円を計上しました。

次に、資本的収支の状況でございます。資本的収入は、医療器械備品等購入のための

企業債が１億９７０万円、一般会計からの出資金（過疎債分を含む）が１億１５５万

０００円で、合計２億１２５万０００円となりました。資本的支出は、医療器械備

品等購入費が１億０７０万０００円、企業債償還金が１億７８６万０００円、

看護師修学資金貸付金（２名分）が１２０万円で、合計２億９７７万円となりました。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１５８万９０３円、この額は税込み

の金額でございますが、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額９６万４３０

円、過年度損益勘定留保資金０６１万４７３円で補填をいたしました。

国の医療費抑制策の下、人口減少、受療率低下等の影響により、全国の自治体病院の

経営は非常に厳しい状況が続いており、経営状況は極めて厳しい状況下ではございます

が、当院は地域医療の拠点病院として、地域住民の皆様に安全な医療を永続的に提供し

ていく責務がございます。その責務全うのための喫緊の課題としては、大きくは２点あ

ると考えています。

１点目は、次世代を担う医師の確保でございます。現在、当院の常勤医師の平均年齢

は、県養成医と神戸大学からの派遣医師３名を除いて５９歳、看護師は４５歳であり、

確実に高年齢化しています。中長期的に安定した医療を提供するため、次世代を担う医

療従事者をしっかりと確保することが最重要課題です。

２点目は、何といっても経営改善の推進でございます。ここ数年、新型コロナ関係補

助金等の恩恵を受け収益確保に至りましたが、診療報酬の特例措置や新型コロナ関係補

助金制度が廃止された今日、令和５年度に策定した経営強化プラン及び経営改善計画を

確実に実行し、入院・外来患者数を確保することにより収益の増収を図るしか健全運営

への道はないと考えています。公立神崎総合病院は必要であるとの地域住民の皆様の期

待を肝に銘じ、地域住民の皆様に安全安心な生活を送っていただくため、よりよい医療

の提供に向けて、今後におきましても職員が一丸となって懸命に努力していく所存でご

ざいます。

以上、決算の状況と、当院が早急に取り組むべき課題等について申し上げました。決

算の詳細につきましては、病院総務課長から御説明いたしますので、よろしく御審議を

お願いいたします。

○議長（澤田 俊一君） 詳細説明を求めます。

井上病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（井上淳一朗君） 病院総務課の井上でございます。病院事業
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会計決算について、詳細説明をさせていただきます。

まず、決算説明資料に記載している令和５年度の執行上の成果、問題点、今後早急に

取り組むべき事項等については、先ほどの町長提案説明の中で御説明を申し上げました

ので、割愛をさせていただきます。

それでは、早速ですが、公立神崎総合病院事業会計決算書の１ページをお願いいたし

ます。決算報告書の収益的収入及び支出でございまして、金額は消費税込みの数字でご

ざいます。上段の収益的収入は、病院事業収益で、決算額は３２億７３９万１６８

円で、内訳は医業収益、医業外収益と特別利益です。その下の表につきましては、収益

的支出で、病院事業費用の決算額は３４億６６７万１６０円で、内訳は医業費用、

医業外費用、特別損失です。詳細につきましては、後ほど明細書で御説明申し上げます。

次に、２ページをお願いいたします。資本的収入及び支出でございます。上段は資本

的収入で、その決算額は２億１２５万０００円、企業債、出資金でございます。下

段は、資本的支出で、決算額は２億２８４万９０３円、内訳は建設改良費、企業債償

還金及び投資でございます。詳細は後ほど明細書で御説明申し上げます。

次に、３ページ、損益計算書を御覧ください。この損益計算書以降につきましては、

消費税抜きの記載でございます。医業収益は、入院及び外来収益等で２９億５３９万

４４７円、医業費用は、給与費、材料費、経費等で３２億１０１万１５８円、医業

損失が３億５６１万７１１円です。医業外収益は、負担金交付金、補助金等で２億

０６３万５６７円、医業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費などで１億８１

０万０９８円、医業外利益が１億２５２万４６９円、経常損失が１億３０９万

２４２円となりました。特別利益は、過年度に発生した医療事故保険金の受入れと、

過年度損益修正益として１２７万２７６円を計上。特別損失は、過年度に発生した

医療事故示談金の支払いと過年度損益修正損として８４２万４５６円をそれぞれ計

上しましたので、当年度純損失は１億０２４万４２２円となりました。前年度繰越

欠損金が７億２１２万１６４円でございましたので、当年度未処理欠損金が９億

２３６万５８６円となりました。

５ページは欠損金の計算書でございます。上段の表の左から２列目の中ほどに記載し

ている当年度変動額の他会計出資金の受入金１億１５５万０００円は、一般会計から

の出資金で、当年度末残高資本合計は、右下に記載しているとおり２７億４９５万

３８３円となりました。欠損金の処理計算書も記載をしておりますけれども、処理はご

ざいません。

次に、６ページ、貸借対照表をお願いいたします。固定資産で、有形固定資産の土地、

建物、建物附属設備、構築物、器械及び備品、車両で、有形固定資産合計が４４億４５

４万５３５円、投資その他の資産は、長期前払消費税などで１億８６９万７６２

円、固定資産合計４５億３２４万２９７円でございます。流動資産は、現金預金や、

医業未収金などで１７億８１７万１５６円となり、資産合計は６２億１４２万
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４５３円でございます。

次に、７ページ、負債の部をお願いいたします。まず、固定負債です。企業債は３０

億２４６万７９０円で、うち２億０００万円は、令和２年度に発行した特別減収

対策企業債でございます。流動負債は、１年以内の償還期限を迎える企業債や未払金な

どで４億７３９万２４６円、繰延収益の長期前受金などは６６１万３４円となり、

負債合計は３５億６４７万７０円でございます。資本金は３７億７３１万９６９円、

欠損金の当年度未処理欠損金は９億２３６万５８６円で、差引きの資本合計が２７

億４９５万３８３円となり、負債資本合計は６２億１４２万４５３円でござい

ます。

８ページから決算報告書でございます。８ページから１１ページまでは事業の概況と

して、１年間の取組や収支状況、経営指標に関する事項を掲載しております。先ほどの

町長の説明と重複しますので、説明は省略させていただきます。

１２ページは議会議決事項でして、８件でございます。

１３ページは職員に関する事項でございます。令和６年３月３１日現在で医師が２２

人、看護師１１４人、医療技術員５６人、事務員４３人、労務員４７人、合計２８２人

でございます。

１４ページから１７ページは、工事及び資産の購入の状況でございますけれども、工

事はなく、器械購入として９３品目で１億９０５万０２０円と、公用車１台購入の

１６５万３１８円でございました。

１８ページ、１９ページは業務のうち業務量などを掲載しております。まず、業務量

の患者数の状況でございますが、入院患者数は前年度に比べて⒌１％減の３万６８９

人、１日の入院患者数の平均は１０⒊０人で、前年度に比べて⒈８人減少しました。外

来患者数は前年度に比べ⒊８％減の９万１３３人、このうち休日夜間の患者数も前年

度に比べ⒍９％減の８１２人となりました。外来患者数の減の要因は、前年度と比較

して新型コロナの患者が減少したことによります。

１９ページをお願いいたします。②の手術件数ですけれども合計で４２６件、③の検

査件数は外注検査も含めて５６万７４４件、エックス線件数が２万６８９件、ＣＴ

件数は２１０件、ＭＲＩ件数は５５２件、解剖はゼロ件でした。次に、④の調剤件

数ですけれども入院・外来合計で３万５１９件、給食数は患者食と患者外食合計１０

万８４２食でございます。⑤の大畑診療所の状況ですけれども患者数２９人で、前年

度に比べて５０％の減少となりました。令和元年度は９１人、令和２年度は７５人、令

和３年度は６７人、令和４年度は５８人で確実に減少傾向にあります。⑥の病床利用状

況は、病床数１４０床、年延べ稼働病床数５万２４０床、延べ入院患者数３万６８

９人で、病床利用率は７⒊６％となりました。

２０ページは事業収入に関する事項、２１ページは事業費用に関する事項でございま

す。まず、事業収入に関する事項でございますが、主なものとして、医業収益の入院収
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益は１５億６４８万５２６円で、前年度比較４１１万９５１円の減、外来収益

９億６３４万３２３円で、前年度比較１０９万５８３円の減となりました。負担

金交付金で２億６７５万０００円、その他医業収益で１億５５６万７０７円を

受け入れ、医業収益合計は２９億５３９万４４７円、前年度比較１億３１７万１

６４円の減となりました。医業外収益では、負担金交付金で９５２万円、補助金で２

億３１１万４３０円等を受け入れ、合計２億０６３万５６７円で、前年度比較２

億４３９万５９２円の減でございます。特別利益は、過年度に発生した医療事故保

険金の受入れと、過年度損益修正益として１２７万２７６円を計上し、事業収入合

計では３２億７３０万２９０円で、前年度比較４億６２９万４８０円の減とな

りました。

次に、２１ページ、事業費用に関する事項でございます。主なものといたしまして、

医業費用のうち給与費は２１億７３０万１０４円で、前年度比較２１２万０１

２円の増、材料費は３億２９６万３０２円で、前年度比較３４３万８９８円の

減、経費は４億３８３万４３６円で、前年度比較４０４万６４３円の増、減価償

却費は２億０６９万７７３円で、前年度比較５４１万９６０円の減、合計３２

億１０１万１５８円で、前年度比較１６０万７５４円の増。医業外費用は、支

払利息及び企業債取扱諸費、雑支出などで、合計は１億８１０万０９８円で、前年

度比較２７０万１３５円の増となりました。特別損失は、過年度に発生した医療事故示

談金の支払いと過年度損益修正損として８４２万４５６円を計上し、事業費用合計

は３３億７５４万７１２円で、前年度比較２３８万３４５円の増、事業の収支

額はマイナス１億０２４万４２２円、前年度比較４億８６７万８２５円の減と

なりました。

２２ページをお願いいたします。⑴の企業債、他会計借入金及び一時借入金の概況で

ございます。①の企業債でございますけれども、左から３列目、本年度借入額の地方公

共団体金融機構と但陽信用金庫の合計１億９７０万円は、医療器械等の購入分でござい

ます。その右の列、本年度償還額は１億７８６万６３１円で、その右の列、本年度末

の残高が３１億８０３万４９９円でございます。次に、②の一時借入金ですが、令

和５年度におきましては一時借入金ゼロ円でございます。

次に、⑵の議会の議決を経なければ流用できない経費の決算についてです。職員の給

与費は、予算額２２億３１５万０００円に対し、決算額は２１億２１４万６９

７円、交際費は、予算額１００万円に対し、決算額は４９万７２５円となりました。

２３ページは、附帯事項とその他事項として、他会計繰入金等の使途の特定に係る記

載でございます。

２４ページはキャッシュフロー計算書で、１の業務活動で３億８５０万３２０円、

２の投資活動でマイナスの１億１９０万３３８円、３の財務活動で３３９万３

６９円となり、資金の増加額が２億９９９万３５１円となりました。資金の期首残高
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が９億９４３万４３３円でございましたので、資金の期末残高が１２億９４２万７

８４円となりました。

次に、２５ページ、収益費用明細書をお願いいたします。まず、１款病院事業収益、

１項医業収益は２９億５３９万４４７円で、その内訳は入院収益、外来収益、大畑診

療所収益、町の一般会計からの繰入金である負担金交付金、そして、その他医業収益で

ございます。

２６ページをお願いいたします。２項の医業外収益は２億０６３万５６７円で、

一般会計からの繰入金である負担金交付金、県補助金、患者外給食収益、長期前受金戻

入、在宅医療・介護連携支援センター収益、その他医業外収益でございます。

なお、県補助金の６５４万４３０円のうち９６５万０００円は、新型コロナ

ウイルス感染症対策事業補助金でございます。

次に、２７ページ、特別利益でございます。過年度損益修正損は９３１万８０６円

で、その内訳は令和元年度旧北館除却に係る長期前受金仕分け誤りの訂正処理で７８９

万５５６円と、令和２年度から令和４年度にかけてコロナ補助金を活用して購入した

固定資産の取得に係る消費税の差額訂正処理で１４１万２５０円でございます。その

他特別利益の１９６万４７０円は、平成２９年度に実施した椎間板ヘルニア手術に係

る医療事故の損害保険会社からの保険金の受入れでございます。

次に、２８ページ、費用の部です。１款病院事業費用、１項医業費用は３２億１０

１万１５８円で、うち給与費が２１億７３０万１０４円で高い割合を占めており

ます。

３２ページをお願いいたします。２目材料費は３億２９６万３０２円で、薬品費、

診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費でございます。３目の経費は４億３８３万

４３６円で、報償費から３６ページまでの雑費まででございます。４目交際費は４５

万６６０円でございます。

３７ページをお願いいたします。５目の減価償却費は２億０６９万７７３円で、

建物などの減価償却費でございます。６目の資産減耗費は固定資産の除却費で４９９万

２３９円、７目の研究研修費は８２０万６２２円で、謝金、図書費、旅費、研究雑

費でございます。８目大畑診療所費用が２５６万０２２円で、看護師等の人件費、検

査の委託料等経費でございます。

３８ページをお願いいたします。２項の医業外費用は１億８１０万０９８円で、

支払利息及び企業債取扱諸費、長期前払金償却、患者外給食材料費、在宅医療・介護連

携支援センター費、雑支出の控除対象外消費税などでございます。

３９ページをお願いいたします。３項特別損失のうち、１目その他特別損失０００

万円は、平成２９年度に実施した椎間板ヘルニア手術に係る医療事故解決金でございま

す。２目過年度損益修正損の８４２万４５６円の内訳は、特別利益で計上した令和元

年度旧北館除却に係る長期前受金仕分け誤りの訂正処理で７８９万５５６円、令和２
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年度に受け入れたコロナ補助金のうち、概算払いとされていたインフルエンザの流行期

における発熱外来診療体制確保支援の補助金の精算に伴い、５２万０００円の返還、

令和４年度のオンライン資格証明関係補助金の減額分について、未収金９００円の損失

処理でございます。

４０ページをお願いいたします。資本的収支明細書でございます。１款の資本的収入

の１項企業債は１億９７０万円で、医療器械購入分でございます。２項の出資金は１億

１５５万０００円で、一般会計からの通常の出資分と、医療器械購入に係る過疎債分

でございます。

４１ページをお願いいたします。１款資本的支出、１項建設改良費は、器械備品購入

費の１億０７０万３３８円でして、１４ページから１７ページに掲載している９３

品目の医療器械と、軽自動車１台を購入させていただきました。２項の企業債償還金は

１億７８６万６３１円で、３項投資の看護師修学資金貸与金は１２０万円でございま

す。

次に、４２ページは有形固定資産の明細書でございます。令和５年度において、土地、

建物、建物附属設備、構築物については、増減はございません。下から３行目の器械及

び備品は、当年度購入分で１億９０５万０２０円増額し、除却で９１５万００

０円を減額、一番下の車両についても当年度購入分で１６５万３１８円増額し、除却

で７６万７８８円の減額でして、総資産の年度末現在額は８８億８８９万３２３円

でございます。総資産の減価償却累計額は４４億４３４万７８８円であり、年度末の

償却未済高は４４億４５４万５３５円でございます。

次に、４３ページは、企業債明細書でございますけれども、本年度の借入れは、医療

器械と車両購入分の１億９７０万円で、下から５行目と６行目の合計でございます。

４４ページ、４５ページは、注記表でございます。

４６ページから５２ページは、固定資産減価償却明細書で、記載のとおりでございま

す。

５３ページは、補填財源明細書で、一番下の計が資金剰余金と言われるもので１４億

６３４万６１９円でございます。

以上で病院の決算について説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（澤田 俊一君） 以上で第１０６号議案の提案説明は終わりました。

これで１４件の決算認定の提案説明が終わりました。

ここで暫時休憩といたします。再開を１５時２５分とします。

午後３時１０分休憩

午後３時２５分再開

○議長（澤田 俊一君） 会議を再開します。
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ここで、代表監査委員から、令和５年度神河町各会計決算について、審査の結果を報

告していただきます。

藤後秀喜代表監査委員、お願いします。

○代表監査委員（藤後 秀喜君） 失礼をいたします。代表監査委員の藤後でございます。

よろしくお願いをいたします。令和５年度の決算審査報告の前に、一言御挨拶を申し上

げます。

議員の皆様には、神河町の振興発展のために日々御尽力をいただいておりますこと、

この場をお借りをいたしまして厚くお礼を申し上げます。また、職員の皆様には、神河

町の福祉向上・発展のために献身的に取り組まれておりますこと、深く感謝を申し上げ

ます。

令和５年度決算審査は、令和２年３月に策定、公布されました監査基準にのっとり、

今まで以上に公正で合理的かつ能率的な行財政運営が確保されているか、また、監査委

員からの指摘事項の改善状況を主眼に置いて、例月出納検査、行政監査、決算審査の各

監査を議会選出の吉岡監査委員と共に実施してまいりました。各監査においては、軽微

な指摘や改善事項について、例年どおり、その都度口頭での是正、改善を求め、適切な

処理が行われるよう意見を述べてまいりましたので、日常業務に生かしていただければ

幸いです。

令和４年度の指摘事項については、副町長主導で、担当各課が真摯に検討、対応いた

だき、引き続き収支見込調書の精度向上と適正な資金運用への取組や、補助金交付団体

の会計処理における統一書式を作成され、いずれの交付団体とも改善が図られていたこ

とは大いに評価をさせていただきました。しかし、改善いただきたい課題もあり、引き

続きの改善取組に期待したいと思います。

各監査を通じて、幹部職員の皆様との質疑においても、真摯で的確な答弁を頂戴し、

それぞれが意欲を持って政策目的に基づいた事業展開に積極的に取り組まれている姿勢

に対し、高く評価をさせていただくところでございます。今後も一層の住民サービスの

維持向上に努められることを期待します。

それでは、私のほうから令和５年度神河町各会計の決算審査について報告させていた

だきます。

令和５年度歳入歳出決算書の２ページを御覧ください。地方自治法第２３３条第２項

及び同法第２４１条第５項並びに地方公営企業法第３０条第２項の規定により、町長か

ら審査に付された令和５年度神河町各会計決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収

支に関する調書及び財産に関する調書について、事項別、課ごとに説明を聴取し、関係

法令に準拠して作成されているか、決算計数が正確であるか、予算が適正かつ効率的に

執行されているかなどについて、関係諸帳簿及び証拠書類の照合のほか、必要と認める

その他の審査を、役場３階第１会議室及び公立神崎総合病院会議室において、令和６年

７月１２日、１７日、２３日、２９日、３０日の５日間にわたり、吉岡監査委員と共に
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実施いたしました。

審査の結果としましては、各会計の決算書、歳入歳出事項別明細書並びに附属書類は、

いずれも法令に準拠して作成されており、決算計数は関係諸帳簿及び証拠書類と照合し

た結果、適切に処理されていることを認めました。一般会計ほか１３会計と多岐にわた

っており、各会計決算に係る審査意見はそれぞれの決算書に添付されているとおりです

ので、概要を報告させていただきます。

３ページを御覧ください。令和５年度の財政健全化指標のうち実質公債費比率は、前

年度から２ポイント悪化し、１⒈９％となりました。また、将来負担比率は５⒈７％

となり、前年度と比較して１⒊６ポイント悪化しました。令和５年度は、物価高騰対策

や引き続きの人口減少対策としての移住・定住促進事業のほか、町の魅力、情報発信の

場となる粟賀小学校跡地整備事業等も推進されました。財政状況が厳しさを増す中で、

歳入増に向けた取組を進めるとともに、既存の事務事業の廃止、見直し等も視野に入れ、

引き続き財政基盤の強化と持続可能な行財政運営を行っていただくよう望みます。

それでは、一般会計について報告をいたします。

４ページを御覧ください。令和５年度一般会計決算は、歳入総額８８億４６６万

０００円、歳出総額８７億７３万０００円で、歳入歳出差引額は１億３９２万０

００円となり、ここから令和６年度へ繰り越すべき財源０３０万０００円を差し引

いた実質収支額は１億３６２万円の黒字決算となっております。

歳入の主な内容でございます。普通交付税は前年度比０１４万０００円の減、特

別交付税は前年度比９３万円の減となり、地方交付税全体では前年度比６％の減とな

りました。特別交付税については、当初予算額よりも多く交付を受けることができ、当

町の様々な取組に対する評価の表れと考えます。当町の財源確保の努力を評価をしたい

と思います。町税は１８億６４１万円で、前年度比⒌８％の増となりました。県支出

金は７億５３０万０００円で、前年度比⒉３％の増となりました。国庫支出金は７

億７９７万０００円で、前年度比２２％の減となりました。町債は３億５４４

万０００円で、前年度比２⒋７％の減となりました。また、寄附金では、まち・ひと

・しごと創生寄附金０６０万円の増により、前年度比１⒏０％の増となりました。

次に、歳出の主な内容でございます。衛生費は、中播北部クリーンセンター運営事業

や急性期医療ＩＣＴ連携ネットワークサービス事業の増額などにより、前年度比６％

の増となりました。民生費は、物価高騰対策低所得世帯支援給付金事業や住民税非課税

世帯等に対する臨時特別給付金給付事業の増額などにより、前年度比⒊８％の増となり

ました。総務費は、財政調整基金積立事業や公共施設維持管理基金積立事業の減額など

により、前年度比２⒈７％の減となりました。公債費は、元金償還事業の増額などによ

り、前年度比⒏３％の増となりました。教育費は、児童センター管理運営事業や幼稚園

施設整備事業の増額などにより、前年度比で⒋４％の増となりました。

６ページを御覧ください。令和４年度決算で意見をしました１から８までの各項目は、

－１２３－



一定の改善がされています。いずれの項目も常に留意して取り組むべき事項であり、引

き続き意見させていただきます。

１、契約事務を行うに当たっては、競争性、経済性、公平性及び透明性の確保に努め

られたい。

２、補助金交付団体の会計処理は、要綱に基づいて適正に行い、あわせて各種補助金

の成果を常に検証し、内容によっては補助金額の見直しも検討されたい。令和４年度決

算審査で要請した報告書の統一書式作成は実施され、いずれの交付団体も改善が図られ

ていた。

３、各課提出の収支見込調書の精度を高め、適正な資金運用に努められたい。特に繁

忙期となる年度末においては、各課とも一層の精度向上意識を持って取り組んでもらい

たい。

４、内部統制システムの運用の徹底を図られたい。当町は、内部統制については、現

状努力義務範囲であるものの、日常業務におけるリスク回避、業務の共有化、人材育成

等の観点から、各課とも規定、要領、事務マニュアル等の整備や業務フロー図の作成な

どに着手し、活用に努められたい。

５、職員の心身の健康管理面から、適正配置や業務の効率化等事務分掌、超過勤務が

常態化しないよう人事管理に十分な留意を払われたい。特に時間外勤務については、特

定の職員に負担がかからないよう組織的に改善に取り組んでもらいたい。

６、備品管理台帳の精度を高め、適正な財産管理に努められたい。備品管理システム

を活用し、全ての備品について、総務課と各課の共同作業で備品台帳と突合し、管理す

るよう引き続き改善に努められたい。

７、各課における窓口の現金の取扱いについては、公金取扱マニュアルに基づき、事

故を防止されたい。

８、ＰＤＣＡサイクルを効果的に回し、事業の見直しや改善を図るため、事務事業進

捗管理シートの活用の徹底を図られたい。

９、人事評価制度導入を進めているが、進捗状況は管理職にとどまっており、研修等

を通じて、さらに効果的な運用に努められたい。

以上、９点について意見を述べさせていただきました。

次に、介護療育支援事業特別会計でございます。

７ページを御覧ください。小児療育事業の登録者は、就学前児４７名、就学児６６名

となっています。利用児や保護者への直接的支援はもとより、学校や各町保健担当、中

播磨健康福祉事務所等とも連携し、子供たちを支える仕組みは定着しています。小規模

施設の特徴を生かした素早い対応や、療育内容の充実を図っていることは評価します。

今後の課題は、通常学級に在籍している境界域の児童への支援や学齢期の行き渋り、不

登校等に対する早期支援と居場所づくりです。学校や保護者の支援はもとより、地域で

理解が得られるように啓蒙活動に取り組まれることを望みます。各課、市町、事業種別
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を超えた連携による効果的な支援が必要です。今後もそれぞれの専門性を生かした効果

的な支援を行っていただくことを期待します。

次に、国民健康保険事業特別会計でございます。国民健康保険税の徴収率は７⒎６％

となっており、令和５年度末の収入未済額（滞納額）は５８６万０００円となって

います。徴収率が頭打ちの状態で、滞納額も高額となっていることから、町税等滞納整

理委員会で連携して一層の徴収強化と納税相談等による適切な対応をお願いします。ま

た、加入・脱退の際の届出の必要性について周知徹底を図り、公平で実態に即した事業

の運営を求めます。

保険給付費（医療費）は、前年度比６３８万０００円減の９億５２２万００

０円です。被保険者数の減により給付費は減額となっていますが、高額な手術が全体の

６５％を占めており、疾病の早期発見、早期治療につなげるために、より一層保健事業

の推進と特定健診の受診率向上につながる取組を望みます。また、令和９年度予定の兵

庫県下の保険税水準統一に向け、財政調整基金を計画的に投入し、被保険者にとって急

激な税負担にならないよう慎重な対応を望みます。

次に、後期高齢者医療事業特別会計でございます。

８ページを御覧ください。後期高齢者医療保険料の徴収率は９⒐８％となっており、

令和５年度末の収入未済額（滞納額）は、２２万０００円となっています。令和５年

度の平均被保険者数は、前年度平均から４２人増加し２６４人となっています。療養

給付費は前年度比⒊３１％の減となっていますが、依然高止まり傾向です。医療費の適

正化に向け、引き続き関係課が連携し、医療費抑制、高齢者の健康増進につながる取組

の継続を期待します。

次に、介護保険事業特別会計でございます。介護保険料の徴収率は９⒐３％となって

おり、令和５年度末の収入未済額（滞納額）は１９６万０００円となっています。保

険給付費では、介護サービス給付費等諸費が１３億４１９万円となっています。後期

高齢者数の増加により、介護ニーズや独居・高齢者世帯、認知症は増加し、今後、介護

に係る人材の不足は深刻化していくものと予想されます。ＮＰＯ法人や住民主体のサー

ビス提供等、担い手の創出を図る必要があります。介護予防や生活支援、健康づくりに

ついて、様々な事業を積極的に展開されていることは評価します。予防に力を入れ、要

介護になる方を減らすことは、本人、家族の負担また財政負担の軽減のために非常に重

要です。今後も地域に根差した取組に期待します。

次に、土地開発事業特別会計でございます。

９ページを御覧ください。深刻化している人口減少に歯止めをかけるためにも、引き

続きカクレ畑の分譲促進と併せて、若者世帯のニーズに合った新たな分譲地の開発に期

待します。

次に、訪問看護事業特別会計でございます。看護師だけではなく、専門スタッフの支

援や入院から退院、在宅療養まで、切れ目のない医療サービスを提供していることは評
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価します。また、在宅でのみとりや２４時間緊急訪問対応では、利用者やその家族に寄

り添った対応ができており、これからも継続して取り組まれることを望みます。当地域

の高齢化率は県平均を大きく上回っており、今後ますます上昇するものと考えられます。

その中で、訪問介護はなくてはならない重要な役割を果たすものとなっておりますが、

訪問看護事業はまだまだ知名度が低く、住民への周知、情報発信に努める必要がありま

す。今後、さらに利用者のニーズに応え、利用者に寄り添えるよう、利用者やその家族、

担当する他職種で検討を重ねていくことを望みます。地域住民の方々が住み慣れた地域

で安心して生活できるよう、引き続きの事業推進をお願いいたします。

次に、産業廃棄物処理事業特別会計でございます。令和５年度は２⒊４トンの残土等

が搬入されています。処分地の仕上げ工事は現場の状況把握に努め、正確な工程管理を

お願いします。

次に、寺前地区振興基金特別会計でございます。

１０ページを御覧ください。歳入決算額、歳出決算額ともに８４６万０００円と

なっています。この会計の財源は基金からの繰入れが主なもので、引き続き適切、効率

的な基金の管理、運営を望みます。

次に、長谷地区振興基金特別会計でございます。歳入決算額、歳出決算額ともに６４

５万０００円となっております。この会計の財源も基金からの繰入金が主なもので、

引き続き適切、効率的な基金の管理運営を望みます。

次に、浄化槽事業特別会計でございます。当会計は、特別会計から下水道事業会計へ

編入するための条例整備が行われ、令和６年３月３１日で打切り決算となっています。

使用料の徴収率は９⒏７８％で、滞納額は４０万０００円となっています。更新時期

を迎えている浄化槽は全体の約４割で、今後１０年間で耐用年数を迎える浄化槽が約９

割となっています。浄化槽の更新工事を順次行っていくため、更新計画の策定や財源の

確保、専門知識を持った職員の確保等の取組を期待します。

以上で一般会計及び特別会計を終わります。

次に、水道事業会計でございます。

令和５年度水道事業会計決算書の表紙から２ページをめくっていただいたところにあ

る決算審査意見書の⑶経営評価と今後の課題を御覧ください。令和５年度は、水道施設

再編推進事業や山田第１配水池更新工事、水道管布設替え工事を行うなど、安心安全の

ライフラインづくりの強化が図られています。また、水需要に即した施設規模の適正化

や未納料金の収納強化、漏水修繕工事の可能な限りの直営化、広域での水道資材等の共

同発注などに取り組まれていることは評価します。しかし、年間給水量や水道使用量は

前年度に比べ減少しており、有収率も６⒈６１％と全国平均を下回る悪い数値になって

います。人口減少や水道本管、給水管の老朽化で、今後の経営状況はますます厳しくな

っていくものと考えます。財政健全化に向け、さらなるコスト意識の高揚、経費の削減

を図るため、アセットマネジメントや経営戦略の見直し結果を用いて、中長期的財政収
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支に基づいた計画的な施設更新等の実行、また、施設のダウンサイジングやさらなる隣

接市町との広域化、共同化を検討、実施し、確実で安定的な経営と、安全で安定した水

道水の供給に努められることを期待します。

次に、下水道事業会計でございます。

令和５年度下水道事業会計決算書の表紙から２ページめくっていただいたところにあ

る決算審査意見書の⑶経営評価と今後の課題を御覧ください。生活排水水洗化率は９⒏

８９％と高く、引き続き快適な生活環境の提供が維持できています。下水道施設の長寿

命化事業及び統廃合事業は、計画的に実施できており評価します。使用料の未収金は

１４１万０００円で、滞納者数は横ばい傾向であり、町税等滞納整理委員会において、

さらなる徴収活動の強化の取組を期待しております。経営状況については、人口減少に

より使用量は減少、老朽化に伴う機械装置修繕の増加や施設統廃合までの施設維持管理

費の増加も懸念されます。経営の健全化、安定化には、事業経費の削減、未収金の収納

強化が必要であり、今後も公正かつ合理的、能率的な徴収を行っていただき、確実で安

定的な経営に結びつけていく必要があります。令和３年度に見直しを行った下水道事業

経営戦略に基づき、コスト意識の高揚、経費の削減、未収金の収納、水洗化率の向上に

努めていただくとともに、引き続き処理場の統廃合に取り組んでいただき、下水道事業

を将来にわたり継続するため、広域化、共同化の検討、経営の健全化、安定化に向けた

取組を期待します。

最後に、公立神崎総合病院事業会計でございます。

令和５年度公立神崎総合病院事業会計決算書の表紙から２枚めくっていただいたとこ

ろにある決算審査意見書の⑶経営評価と今後の課題を御覧ください。収益面では、医業

収益で、入院患者数、外来患者数ともに前年度より減少し、前年度比⒌６％の減となっ

ています。医業外収益では、新型コロナウイルス感染症関連の国・県補助金の打切りや、

町からの繰入金の減により、前年度比４⒐５％の減となっています。一方、費用面では、

医業費用で給与費や経費の増などにより、前年度比７％の増となっています。医業外

費用は、控除対象外消費税額増加の影響により、前年度比⒉２％の増となり、事業費用

全体では⒈６％の増となっています。

以上の結果、令和５年度の経常利益は１億０２４万０００円の赤字となりました。

令和５年５月に新型コロナウイルス感染症が感染法上の２類相当から５類に引き下げら

れ、診療報酬の特例措置や補助金制度が廃止された今、増収のための対策を早急に講じ

ていく必要があります。入院患者数の確保については、病床利用率は７⒊６％と低く、

入院患者の受入れ増加に向けた取組が望まれます。レスパイト入院については、チラシ

作成による住民への周知などの具体的取組は評価できます。また、急性期病院からの回

復期患者の受入れや、慢性期療養患者の受入れについても、一層の具体的取組を望みま

す。

一方、経費面では、医業収益に占める給与費の割合が７⒊２％と高止まりしています。
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常勤医師の平均年齢は５９歳、看護師の平均年齢は４５歳と高年齢化しており、給与費

も高くなっています。次世代を担う医療従事者の確保等抜本的な対策を講じていくこと

を望みます。令和７年度から町から病院への補助金は減額される見込みであり、病院経

営は一層厳しい局面を迎えることが予想されます。令和５年度に策定した経営強化プラ

ン及び経営改善計画における経営課題に対するアクションプランについて、具体的に課

題解決に向けて、ＰＤＣＡサイクルを回した実効性確保が急務であります。病院の役割

を再認識し、地域の医療福祉の核となるよう取組を期待すると同時に、計画的な経営改

善の取組に向けて努めていただくことを望みます。

以上、一般会計ほか１３会計に対する意見の概略を述べさせていただきました。長時

間ありがとうございました。

○議長（澤田 俊一君） 代表監査委員の決算審査報告が終わりました。

それでは、ただいまより審査報告に対する質疑を受けます。

なお、代表監査委員には、日程の都合の上、本日のみ出席いただくことになっており

ますので、御了承願います。

質疑がある方。質疑ございませんでしょうか。

〔質疑なし〕

○議長（澤田 俊一君） それでは、これをもって審査報告に対する質疑を終結します。

藤後秀喜代表監査委員、お疲れさまでした。ありがとうございました。

以上１４件の決算の質疑については第３日目に行い、本日は説明のみにとどめます。

・ ・

○議長（澤田 俊一君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

お諮りします。明日、４日は休会にしたいと思いますが、これに御異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（澤田 俊一君） 御異議ないものと認めます。明日、４日は休会と決定しました。

次の本会議は、９月５日午前９時再開とします。

本日はこれで散会します。お疲れさまでした。

午後３時５５分散会
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